
Ⅱ．６．　特定個人情報の保
管・消去

⑤紙媒体については、施錠した部屋もしくは施
錠したロッカーに保管する。
※平成28年以降の新庁舎においては、以下の
運用を加える。
⑥監視カメラによる入退室者の映像記録管理を
行う。
⑦生体認証による管理区域内での入室者の制
限を行う。

⑤紙媒体については、施錠した部屋もしくは施
錠したロッカーに保管する。
⑥監視カメラによる入退室者の映像記録管理を
行う。
⑦生体認証による管理区域内での入室者の制
限を行う。

事後

平成28年5月6日の新庁舎移
転に伴い、予定として「以下の
運用を加える」としていた内容
が実施されたため

平成28年9月20日
V．１．　特定個人情報の開
示・訂正・利用停止請求

℡　８６６－２２７２ ℡　８８８－５４２７ 事後
平成28年5月6日の新庁舎移
転に伴う電話番号変更のため

平成28年9月20日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
最終行の注釈

※現在の個人番号は、マイナンバー導入後、氏
名番号(庁内で使用）に読み替える

削除 事後

庁内で使用していた個人番号
という名称をH28.4.17で氏名
番号に変更したため、注釈が
不要となった。

平成28年9月20日 同上 ２９．電話番号
２９．電話番号
３０．控除情報CD
３１．控除情報（年号・年・月・日）

事後
データ項目を平成28年4月17
日付で分割したため

平成28年9月20日 表紙　公表日 2015/7/6 2016/9/20 事後 以下の修正が生じたため

（別添３）変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成28年9月20日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
Ⅱ．課税情報ファイル
④課税情報ファイル

１．個人番号 １．氏名番号 事後

庁内で使用していた個人番号
という名称が、マイナンバーの
個人番号と混同するため、
H28.4.17で氏名番号に名称変
更。

平成28年9月20日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
Ⅱ．課税情報ファイル
①住民税マスタ

２．個人番号 ２．氏名番号 事後

庁内で使用していた個人番号
という名称が、マイナンバーの
個人番号と混同するため、
H28.4.17で氏名番号に名称変
更。

平成28年9月20日



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年3月29日

Ⅱ．２　基本情報
３．特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法

・郵送する個人市民税申告書に個人番号を出
力して発送する。

削除 事後

個人番号を使用しない運用と
なったため、想定よりリスクを
軽減できるものにあたり、重要
な変更に該当しない

平成31年3月29日
Ⅰ．６　情報提供ネットワーク
による情報連携

（第
1,2,3,4,6,8,9,11,16,18,23,26,27,28,29,31,34,35,37,
39,40,42,48,54,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,70,7
1,74,80,84,87,91,92,94,97,101,102,103,106,107,1
08,113,114,115,116,117,120項）

（第
1,2,3,4,6,8,9,11,16,18,23,26,27,28,29,31,34,35,37,
38,39,40,42,48,54,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,7
0,71,74,80,84,85の
2,87,91,92,94,97,101,102,103,106,107,108,113,11
4,
115,116,117,120項）

事後
法律の題名等の変更であるた
め重要な変更に該当しない

平成31年3月29日 Ⅰ．５　法令上の根拠

・行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用に関する法律（番号法）第９条第
１項
　別表第一の項番16
  地方税法その他の地方税に関する法律及び
これらの法律に基づく条例による地方税の賦課
徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調
査を含む。）に関する事務であって主務省令で
定めるもの
　（注） ・番号法別表第一の主務省令で定める
事務を定める命令　第16条
　（注） ・行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律別表第
二の主務省令で定める事務及び情報を定める
命令

　行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用に関する法律（以下、「番号法」）
第９条第１項、別表第一の項番16、番号法別表
第一の主務省令で定める事務を定める命令第
16条、番号法第9条第2項、行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律別表第二の主務省令で定める事務
及び情報を定める命令 、秋田市個人番号の利
用に関する条例（平成27年12月21日条例第56
号）、秋田市秋田市個人番号の利用に関する条
例施行規則
  地方税法その他の地方税に関する法律及び
これらの法律に基づく条例による地方税の賦課
徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調
査を含む。）に関する事務であって主務省令で
定めるもの

事後
条例の制定等による。法律の
題名等の変更であるため重要
な変更に該当しない

平成31年3月29日 表紙　公表日 2016/9/20 2019/3/29 事後 以下の修正が生じたため

平成28年9月20日
Ｖ．２．　特定個人情報ファイ
ルの取扱に関する問合せ

℡　８６６－２０５５ ℡　８８８－５４７６ 事後
平成28年5月6日の新庁舎移
転に伴う電話番号変更のため



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年3月29日
Ⅱ．５
提供先　（別表）

５９件 ６１件 事後
番号法改正により提供先が追
加となった。重要な変更の内
容には該当しない

平成31年3月29日

Ⅱ．２．４　委託事項３
④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法

紙 専用線、紙 事前

将来的に専用線の使用を検
討しているため。実施した場合
リスクを軽減できるものにあた
り、重要な変更に該当しない

平成31年3月29日 同上

・本市以外の市区町村に在住する控除対象配
偶者や扶養親族について、控除の要件を満た
すか否かの問い合わせに氏名番号から情報提
供ネットワークシステムを利用する。

・本市以外の市区町村に在住する控除対象配
偶者や扶養親族について、控除の要件を満た
すか否かの問い合わせに宛名番号から情報提
供ネットワークシステムを利用する。

事後
氏名番号ではなく宛名番号を
使用するため。記載内容の訂
正である

平成31年3月29日 同上

・特別徴収義務者に対し、個人番号を記載し税
額決定通知書を送付する。給与に係る特別徴
収納税義務者に対しては、特別徴収義務者を
通じて個人番号を記載し税額決定通知書を送
付する。
・普通徴収納税義務者及び年金に係る特別徴
収納税義務者に対し、個人番号を記載し税額決
定通知書を送付する。

・特別徴収義務者に対し、税額決定通知書を送
付する。給与に係る特別徴収納税義務者に対
しては、特別徴収義務者を通じて税額決定通知
書を送付する。
・普通徴収納税義務者及び年金に係る特別徴
収納税義務者に対し、税額決定通知書を送付
する。

事後

税額決定通知書には個人番
号を使用しないこととなったた
め、リスクを軽減できるものに
あたり、重要な変更に該当し
ない

平成31年3月29日 同上 ・納税通知書に個人番号を記載する。 削除 事後

納税通知書には個人番号を
使用しないこととなったため、
リスクを軽減できるものにあた
り、重要な変更に該当しない



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成31年3月29日

Ⅲ（1）個人住民税システム
ファイル
７．⑤物理的対策
具体的な対策の内容

④バックアップ媒体は、施錠管理されている場
所で保管している。
※平成28年以降の新庁舎においては、以下の
運用を加える。
⑤監視カメラによる入退室者の映像記録管理を
行う。

④バックアップ媒体は、施錠管理されている場
所で保管している。
⑤監視カメラによる入退室者の映像記録管理を
行う。

事後

平成28年5月6日の新庁舎移
転に伴い、予定として「以下の
運用を加える」としていた内容
が実施されたが、記載を修正
していなかったため

平成31年3月29日

Ⅲ（2）個人住民税システム
ファイル
７．⑤物理的対策
具体的な対策の内容

⑤紙媒体については、施錠した部屋もしくは施
錠したロッカーに保管する。
※平成28年以降の新庁舎においては、以下の
運用を加える。
⑥監視カメラによる入退室者の映像記録管理を
行う。

⑤紙媒体については、施錠した部屋もしくは施
錠したロッカーに保管する。
⑥監視カメラによる入退室者の映像記録管理を
行う。

事後

平成28年5月6日の新庁舎移
転に伴い、予定として「以下の
運用を加える」としていた内容
が実施されたが、記載を修正
していなかったため

平成31年3月29日 別表１ 新規

提供先Ｎｏ．４１
提供先　特定優良賃貸住宅の供給の促進に関
する法律第18条第2項に規定する賃貸住宅の
建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村
長
項番８５の２
提供先における用途　特定優良賃貸住宅の供
給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理
に関する事務で主務省令で定めるもの
を追加
旧Ｎｏ．４１以降においてNoが１追加

事後
番号法改正により提供先が追
加となった。重要な変更の内
容には該当しない

平成31年3月29日 別表１ 新規

提供先Ｎｏ．２０
提供先　都道府県教育委員会又は市町村教育
委員会
項番３８
提供先における用途　学校保健安全法による
医療に要する費用についての援助に関する事
務であって主務省令で定めるもの
を追加
旧Ｎｏ．２０～Ｎｏ．３９においてNoが１追加

事後
番号法改正により提供先が追
加となった。重要な変更の内
容には該当しない



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年3月31日
Ⅰ．６　情報提供ネットワーク
による情報連携

（第
1,2,3,4,6,8,9,11,16,18,23,26,27,28,29,31,34,35,37,
38,39,40,42,48,54,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,7
0,71,74,80,84,85の
2,87,91,92,94,97,101,102,103,106,107,108,113,11
4,
115,116,117,120項）

（第
1,2,3,4,6,8,9,11,16,18,20,23,26,27,28,29,31,34,35,
37,38,39,40,42,48,53,54,57,58,59,61,62,63,64,65,6
6,67,70,71,74,80,84,85の
2,87,91,92,94,97,101,102,103,106,107,108,113,11
4,
115,116,117,120項）

事後
法律の題名等の変更であるた
め重要な変更に該当しない

令和2年3月31日 Ⅰ．２　システム３ 一般社団法人地方税電子化協議会 地方税共同機構 事後
平成３１年４月１日付組織の移
行によるもの

令和2年3月31日 Ⅰ．２　システム２ 一般社団法人地方税電子化協議会 地方税共同機構 事後
平成３１年４月１日付組織の移
行によるもの

令和2年3月31日 表紙　公表日 2019/3/29 2020/3/31 事後 以下の修正が生じたため

平成31年3月29日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
Ⅱ．課税情報ファイル
⑤被扶養者マスタ

新規

⑤被扶養者マスタ
1.氏名番号 2.申告者名 3.個人番号 4.連番 5.扶
養区分 6.被扶養者個人番号 7.専従者区分 8.
扶養否認区分 9.遠隔地フラグ 10.性別 11.生年
月日 12.（被扶養者）氏名番号 13.（被扶養者）
氏名 14.（被扶養者）住所

事後
平成29年度からのシステム内
処理方法変更によるもの

平成31年3月29日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
Ⅱ．課税情報ファイル
①住民税マスタ

９２．配偶者特別控除／控除（入力・計算） ９２．配偶者（特別）控除／控除（入力・計算） 事前
税制改正による平成31年度か
らの記載変更によるもの

平成31年3月29日

（別添２）特定個人情報ファイ
ル記録項目
Ⅰ．課税資料ファイル
①チェックイメージファイル

１８１．配偶者特別控除 １８１．配偶者（特別）控除 事前
税制改正による平成31年度か
らの記載変更によるもの



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年3月31日 別表１

提供先Ｎｏ．３７
提供先　厚生労働大臣又は都道府県知事
項番７１
雇用対策法による職業転換給付金の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

提供先Ｎｏ．３９
提供先　厚生労働大臣又は都道府県知事
項番７１
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用
の安定及び職業生活の充実等に関する法律に
よる職業転換給付金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

事後

番号法改正により提供先にお
ける用途が変更となった。重
要な変更の内容には該当しな
い。

令和2年3月31日 別表１
提供先Ｎｏ．３３
提供先　都道府県知事

提供先Ｎｏ．３５
提供先　都道府県知事等

事後 記載内容の訂正

令和2年3月31日 別表１ 新規

提供先Ｎｏ．２６
提供先　市町村長
項番５３
提供先における用途　知的障害者福祉法によ
る障害福祉サービス、障害者支援施設等への
入所等の措置又は費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの
を追加
旧Ｎｏ．２７～Ｎｏ．５８においてNoが１追加

事後
番号法改正により提供先が追
加となった。重要な変更の内
容には該当しない

令和2年3月31日 別表１
提供先Ｎｏ．１２
提供先　都道府県知事
項番２３

提供先Ｎｏ．１２
提供先　都道府県知事等
項番２３

事後
番号法改正により提供先が訂
正となった。重要な変更の内
容には該当しない

令和2年3月31日 別表１ 新規

提供先Ｎｏ．１１
提供先　市町村長
項番２０
提供先における用途　身体障害者福祉法によ
る障害福祉サービス、障害者支援施設等への
入所等の措置又は費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの
を追加
旧Ｎｏ．１１～Ｎｏ．２４においてNoが１追加

事後
番号法改正により提供先が追
加となった。重要な変更の内
容には該当しない

令和2年3月31日
Ⅱ．５
提供先　（別表）

６１件 ６３件 事後
番号法改正により提供先が追
加となった。重要な変更の内
容には該当しない



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日 同上

②市民、税務署、事業所、年金保険者および他
市区町村から給与支払報告書、公的年金等支
払報告書、確定申告書、市民税申告書等の課
税資料を取得する。
　確定申告書は、通常、税務署に申告された確
定申告書を国税連携システムによりデータで入
手する。給与支払報告書・公的年金等支払報告
書の一部は、eLTAXシステムを通して電子デー
タとして取得する。

②市民、税務署、事業所、年金保険者および他
市区町村から給与支払報告書、公的年金等支
払報告書、確定申告書、市・県民税申告書、ワ
ンストップ特例通知等の課税資料を取得する。
　確定申告書は、通常、税務署に申告された確
定申告書を国税連携システムによりデータで入
手する。
　電子化された給与支払報告書・公的年金等支
払報告書、ワンストップ特例通知は、eLTAXシス
テムを通してデータとして取得する。
　本市の申告支援システムで受付した確定申告
書および市・県民税申告書は、データとして取
得する。

事後

課税資料の中でワンストップ
特例通知を記述した。
公的年金等支払報告書は、現
在殆どが電子化されたため、
記述を変更した。
申告支援システムは令和3年
10月（予定）のシステム変更に
より修正した。

令和2年9月30日 同上
①住民記録オンラインシステムから世帯情報を
取り込み、１月１日現在の台帳を作成する。

①住民記録台帳から世帯情報を取り込み、賦
課期日の１月１日時点の台帳を作成する。

事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。

令和2年9月30日 同上
【概要】
・納税義務者からの申請に基づき、市民税情報
から課税証明書・所得証明書を発行する。

【概要】
・納税義務者からの申請に基づき、課税情報か
ら課税証明書・所得証明書を発行する。また、
行政手続における特定個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」）
による情報連携に対応する。

事前
処理の流れには記載していた
が、概要にも追加した。

令和2年9月30日

Ⅰ　基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

【概要】
・地方税法および秋田市市税条例等に基づき、
市民から本市もしくは税務署に提出された申告
書、事業所・年金保険者から提出された支払報
告書、他市区町村から回送された課税資料等を
元に市民税・県民税額を計算し、賦課する。

【概要】
・地方税法および秋田市市税条例等に基づき、
市民から本市もしくは税務署に提出された申告
書、事業所・年金保険者から提出された支払報
告書、他市区町村から回送された課税資料等を
基に市民税・県民税額を計算し、賦課決定・更
正する。

事前 文言の整理を行った。

令和2年9月30日 表紙　公表日 2020/3/31 2020/9/30 事前 再実施のため



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日 同上
⑪作成した賦課情報を中間サーバーに登録す
る。

⑪作成した賦課情報を中間サーバーに登録し、
情報提供ネットワークシステムを利用した地方
税関係情報の照会に対応する。

事前 記述を充実させた。

令和2年9月30日 同上
⑩普通徴収納税義務者及び年金に係る特別徴
収納税義務者に対し、税額決定通知書を印刷し
送付する。

⑩普通徴収納税義務者および及び年金に係る
特別徴収納税義務者に対し、税額決定通知書
を印刷し送付する。

事前 表現を統一した。

令和2年9月30日 同上

⑨特別徴収義務者に対し、税額決定通知書を
印刷し送付する。給与に係る特別徴収納税義
務者に対しては、特別徴収義務者を通じて税額
決定通知書を送付する。

⑨特別徴収義務者に対し、税額決定通知書を
送付する。給与に係る特別徴収納税義務者に
対しては、特別徴収義務者を通じて税額決定通
知書を送付する。

事前

令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により、印刷しないで電
子で送付する場合があるた
め、修正した。

令和2年9月30日 同上

⑥課税資料を①の１月１日現在の台帳と照合す
る。賦課期日現在市内に住民登録が無い者の
住民登録地等の基本４情報(氏名･性別･生年月
日･住所)を住基ネット経由で取得する。本市に
課税権があると判断した場合は、住民登録地の
市区町村に地方税法第294条第3項の規定に基
づき通知する。本市に課税権がないと判断した
場合には、当該市区町村へ課税資料を回送す
る。

⑥課税資料を①の台帳と照合する。賦課期日
時点で本市内に住民登録が無い者の住民登録
地等の基本４情報(氏名･性別･生年月日･住所)
を住基ネット経由で取得し、本市に課税権があ
る場合は、住民登録地の市区町村に地方税法
第294条第3項の規定に基づき通知する。本市
に課税権がない場合には、当該市区町村へ課
税資料を回送する。

事前 記述を簡素化した。

令和2年9月30日 同上

⑤賦課に必要な情報（生活保護・障害手帳等
級）を照会し、取得する。（対象者が市内在住者
の場合は庁内オンライン経由、市外在住者の場
合は、中間サーバ経由）

⑤賦課に必要な情報（生活保護・障害手帳等
級）を照会し、取得する。

事前 記述を簡素化した。

令和2年9月30日 同上
④電子データを、個人住民税オンラインシステ
ムに取り込む。

④電子データを、個人住民税システム
（COKAS-i)に取り込む。

事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。

令和2年9月30日

Ⅰ　基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

③紙媒体で取得した課税資料を委託業者が電
子データ化する。

③紙媒体で取得した給与支払報告書、市・県民
税申告書等の課税資料を委託業者がパンチし
電子データ化する。

事前 説明を追加した。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅰ．２．
システム１
②　システムの機能

【概要】
　個人住民税システムは、個人市県民税の賦
課・更正を行う基幹となっているシステムであ
る。
【内容】
①課税対象者の管理
　住民記録オンラインシステムを基に、～

【概要】
　個人住民税システムは、個人市・県民税の賦
課・更正を行う基幹となるシステムである。
【内容】
①課税対象者の管理
　住民記録システムを基に、～

事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。

令和2年9月30日

Ⅰ．２．
システム１
①　システム名称

個人住民税オンラインシステム 個人住民税システム（COKAS-i） 事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。

令和2年9月30日 同上
⑱前年給与支払報告書の提出があった事業所
のうち、現年の提出がない事業所について、提
出漏れがないか通知し、提出を促す。

⑱給与支払報告書の提出がないと思われる事
業所について、提出漏れがないか確認し、提出
を促す。

事前 記述を簡素化した。

令和2年9月30日 同上 ⑰各種調査を行い、課税データに反映させる。 ⑰各種調査を行い、賦課に反映させる。 事前 文言の整理を行った。

令和2年9月30日

Ⅰ　基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

⑮扶養控除の対象となっている者について扶養
要件を満たしているか照会し、要件に合致しな
い場合是正等を行う。賦課期日現在他市区町
村内に住所を有する被扶養者は、当該市区町
村に対し、所得照会を行い、扶養要件を確認す
る。

⑮扶養控除の対象となっている者について扶養
要件を満たしているか照会し、要件に合致しな
い場合是正等を行う。賦課期日時点他市区町
村内に住所を有する被扶養者は、当該市区町
村に対し、所得照会を行い、扶養要件を確認す
る。

事前 表現を統一した。

令和2年9月30日 同上
⑫賦課情報に基づき、申請に応じて課税・非課
税・所得証明書を発行する。

⑫賦課情報に基づき、申請に応じて所得・課税
証明書または非課税証明書を発行する。

事前 記述の修正を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅰ．２．
システム３
②　システムの機能

　本市では、受信サーバの機能を利用し、受信
データの管理、検索、帳票表示、印刷、ダウン
ロード等を行っている。個人住民税オンラインシ
ステムとの直接回線の連携はない。

　本市では、受信サーバの機能を利用し、受信
データの管理、検索、帳票表示、印刷、ダウン
ロード等を行っている。個人住民税システム
（COKAS-i）との直接回線の連携はない。

事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。

令和2年9月30日

Ⅰ．２．
システム１
②　システムの機能

①課税対象者の管理
　住民記録を基に、１月１日時点本市在住の課
税対象者の台帳を作成する
②賦課決定および賦課更正処理
　（略）
　・当初賦課時および税額の変更もしくは徴収
区分の変更が発生した場合に処理を行い、普
通徴収納税義務者宛の納税通知書、および特
別徴収義務者及び特別徴収納税義務者宛の税
額決定通知書の出力を行う。
　（略）
③課税情報参照・データ作成
　・賦課決定・更正情報をもとに、中間サーバー
向け・年金特別徴収用・他課システム用の連携
ファイルを作成する。
　（略）

①課税対象者の管理
　住民記録を基に、１月１日時点本市在住の課
税対象者の台帳を作成する。
②賦課決定および賦課更正処理
　（略）
　・当初賦課時および税額の変更もしくは徴収
区分の変更が発生した場合に処理を行い、普
通徴収納税義務者宛の納税通知書または特別
徴収義務者および特別徴収納税義務者宛の税
額決定通知書の出力を行う。
　（略）
③課税情報参照・データ作成
　・賦課決定・更正情報を基に、中間サーバー
向け・年金特別徴収用・他課システム用の連携
ファイルを作成する。
　（略）

事前
記述の変更や表現の統一を
行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日
Ⅰ．３．
特定個人情報ファイル名

(1)個人住民税システムファイル
(2)回送管理

個人住民税システムファイル（課税対象者ファイ
ル、課税資料ファイル、課税台帳情報ファイル）

事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。

令和2年9月30日
Ⅰ．２．
システム６～８

－ 追加 事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。

令和2年9月30日

Ⅰ．２．
システム５
①　システム名称

中間サーバーコネクタ
中間サーバーコネクタ（団体内統合宛名番号検
索）

事前 括弧内の記述を補足した。

令和2年9月30日

Ⅰ．２．
システム４
②　システムの機能

中間サーバーは、情報提供ネットワークシステ
ム間のデータ受け渡しをすることで、符号の取
得や他情報保有機関間の特定個人情報照会・
提供の機能を提供する。

（略）
③情報提供
　情報提供ネットワークシステムを介して、情報
照会要求の受領、及び当該特定個人情報(連携
対象)の提供を行う。
④市町村各システムとの情報連携
　情報提供ネットワークシステムと中間サー
バー間、及び中間サーバーと中間サーバーコネ
クタ間で情報照会内容、情報提供内容、特定個
人情報（連携対象）、符号取得のための情報等
について連携を行う。
⑤情報提供等記録の管理
　特定個人情報(連携対象)の照会、又は提供が
あった旨の情報提供等記録を生成し、管理す
る。
（略）
⑧セキュリティの管理
　暗号化／復号機能と、鍵情報及び照会許可
用照合リスト情報を管理する。

中間サーバーは、情報提供ネットワークシステ
ム間のデータ受け渡しをすることで、符号の取
得や他情報保有機関間の特定個人情報照会・
提供の機能を有する。

（略）
③情報提供
　情報提供ネットワークシステムを介して、情報
照会要求の受領、および当該特定個人情報(連
携対象)の提供を行う。
④市町村各システムとの情報連携
　情報提供ネットワークシステムと中間サー
バー間、および中間サーバーと中間サーバーコ
ネクタ間で情報照会内容、情報提供内容、特定
個人情報（連携対象）、符号取得のための情報
等について連携を行う。
⑤情報提供等記録の管理
　特定個人情報(連携対象)の照会、又は提供が
あった旨の情報提供等記録を生成し、管理す
る。
（略）
⑧セキュリティの管理
　暗号化／復号機能と、鍵情報および照会許可
用照合リスト情報を管理する。

事前
説明の修正と表現の統一を
行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日 Ⅰ．５．個人番号の利用

　行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用に関する法律（以下、「番号法」）
第９条第１項、別表第一の項番16、番号法別表
第一の主務省令で定める事務を定める命令第
16条、番号法第9条第2項、行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律別表第二の主務省令で定める事務
及び情報を定める命令 、秋田市個人番号の利
用に関する条例（平成27年12月21日条例第56
号）、秋田市秋田市個人番号の利用に関する条
例施行規則
  地方税法その他の地方税に関する法律及び
これらの法律に基づく条例による地方税の賦課
徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調
査を含む。）に関する事務であって主務省令で
定めるもの

　行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用に関する法律（以下、「番号法」）
第9条第1項、別表第一の項番16

事前
直接の根拠になる部分のみを
記載した。

令和2年9月30日

Ⅰ．４．特定個人情報ファイル
を取り扱う理由
②実現が期待できるメリット

①　市民は窓口で提出する書類の簡素化に結
びつく。

①市民が窓口で提出する書類の簡素化に結び
つく。

事前 記述を修正した。

令和2年9月30日

Ⅰ．４．特定個人情報ファイル
を取り扱う理由
①事務実施上の必要性

(1)市県民税の課税を適正で効率的に行うた
め。
(2)他市区町村の課税資料を適切に回送するた
め。

市・県民税の課税にあたり、本市で課税すべき
対象者の情報を適正かつ効率的に把握するた
め。

事後 記述を修正した。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日 同上 －

③申告支援システムを通して受け付けた市・県
民税申告書や確定申告書はデータとして個人
住民税システムに取り込む。また、確定申告書
のデータを税務署に引き渡す。

事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により追加した。

令和2年9月30日 同上

②市県民税申告書および紙媒体で提出された
給与支払報告書、公的年金支払報告書をパン
チデータ作成委託業者へ依頼しデータを個人住
民税オンラインシステムに取り込む。

②市・県民税申告書および紙媒体で提出された
給与支払報告書、公的年金等支払報告書をパ
ンチデータ作成委託業者へ依頼しデータを個人
住民税システムに取り込む。

事前
記述および令和3年10月（予
定）のシステム変更により修正
した。

令和2年9月30日
（別添１）事務の内容
（備考）

①電子媒体で提出される給与支払報告書、公
的年金支払報告書、確定申告書を受け付け、
個人住民税オンラインシステムに取り込む。

①電子媒体で提出される給与支払報告書、公
的年金等支払報告書、確定申告書を受け付
け、個人住民税システムに取り込む。

事前
記述および令和3年10月（予
定）のシステム変更により修正
した。

令和2年9月30日 （別添１）事務の内容 － 図の変更 事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。

令和2年9月30日
Ⅰ．６．情報提供ネットワーク
システムによる情報連携

【別表第二による本市からの情報照会】
（略）
　・地方税法第24条第1項第2号に掲げる者に対
する道府県民税又は同法第294条第1項第2号
に掲げる者に対する市町村民税の課税：納税
義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関
する情報
　・障害者控除の適用：納税義務者・その配偶
者・扶養親族に係る身体障害者福祉法第15条
第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害
の程度に関する情報および精神障害者福祉に
関する法律第45条第1項の精神障害者保健福
祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情
報
　・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の
適用：納税義務者・その配偶者・扶養親族に係
る道府県民税又は市町村民税に関する情報
　・市町村民税の減免：納税義務者に係る生活
保護実施関係情報

削除 事前
情報ネットワークシステムで連
携できる部分のみを記載し
た。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日 同上
⑪住民からの証明書交付申請にともない、証明
書を交付する。

⑪住民からの証明書交付申請にともない、証明
書を交付する。コンビニ等での証明書発行では
証明書発行システムから交付する。

事後
証明書発行システムの場合に
ついて記述した。

令和2年9月30日
（別添１）事務の内容
（備考）

⑩減免申請にかかる生活保護情報、遠隔地に
居住する扶養親族の所得照会等の税務調査を
実施。
（他市区町村からの同様の調査に対しては、中
間サーバーに登録された情報の提供を行う。）

⑩遠隔地に居住する扶養親族の所得照会等の
税務調査を、中間サーバーへの照会で実施す
る。文書で他市区町村へ照会する場合もある。
なお、他市区町村や他機関からの同様の調査
は、中間サーバーに登録された情報の提供を
行うほか、文書で回答する場合もある。

事前

生活保護の減免は中間サー
バーを用いない。
また、所得照会等では中間
サーバーを用いる方法が主流
となったため、その旨を記述し
た。

令和2年9月30日 同上
⑧作成した賦課情報を中間サーバーに登録す
る（提供）。

⑧作成した賦課情報を中間サーバーに登録す
る（提供）。また、証明書発行システムにも情報
を登録する。

事後
証明書発行システムへの登録
を記述した。

令和2年9月30日 同上
⑥住民基本台帳ネットワークや中間サーバーを
経由して取得した情報を個人住民税オンライン
システムに取り込む。

削除 事前
説明が他の項目に含まれるた
め削除した。

令和2年9月30日 同上

⑤④の者について、本市課税となる場合は住民
登録地の市区町村に地方税法第294条第３項
通知送付。本市に課税権がない場合は、住民
登録地の市区町村に課税資料を回送。

⑥⑤の者について、本市課税となる場合は住民
登録地の市区町村に地方税法第294条第３項
通知を送付する。本市に課税権がない場合は、
住民登録地の市区町村に課税資料を回送す
る。

事前
項目番号変更と文言の修正を
行った。

令和2年9月30日 同上

④課税資料と１月１日現在の台帳を照合し、賦
課期日現在市内に住民登録がない者などは住
民基本台帳ネットワーク経由で住民登録地等の
基本４情報を取得する。

⑤課税資料と賦課期日（１月１日）時点の台帳を
照合し、賦課期日時点で本市内に住民登録が
ない者などは住民基本台帳ネットワーク経由で
住民登録地等の基本４情報を取得する。

事前
項目番号変更と文言の修正を
行った。

令和2年9月30日 同上

③住民記録システムや各課システムから世帯
情報および生活保護情報、障害者情報等を取
り込み１月１日現在の台帳を作成する。（対象者
が市外在住者の場合は、中間サーバー経由で
取得する。）

④住民記録システムや各課システムから世帯
情報および生活保護情報、障害者情報等を取
り込み１月１日時点の台帳を作成する。

事前
項目番号変更と、訂正前の説
明の括弧内は実施していない
ため削除した。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅱ．２．基本情報
④記録される項目
その妥当性

追加
・アクセスログ：個人番号へのアクセスを記録す
るため。

事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。

令和2年9月30日

Ⅱ．２．基本情報
④記録される項目
その妥当性

・個人番号：申告情報の個人の正確な特定のた
め。

・個人番号：課税資料から対象者の個人を正確
に特定するため。

事前
個人番号が含まれるのは申
告に限らないため文言を修正
した。

令和2年9月30日

Ⅱ．２．基本情報
④記録される項目
全ての記録項目

別添２ 別添２を別表として更新した。 事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。

令和2年9月30日

Ⅱ．２．基本情報
④記録される項目
主な記録項目

追加 その他（アクセスログ） 事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。

令和2年9月30日
Ⅱ．２．基本情報
③対象となる本人の範囲

①賦課期日（1月1日）時点で本市内に住所を有
する者
②①の扶養親族で賦課期日（1月1日）時点で本
市内に住所を有しない者
③本市内に事務所若しくは家屋敷を有する個人
で本市内に住所を有しない者で、所得に係る課
税資料（確定申告書、市県民税申告書、給与支
払報告書、公的年金等支払報告書等）の提出
があった者およびその扶養親族の者

①賦課期日（1月1日）時点で本市内に住所を有
する者
②①の扶養親族で賦課期日時点で本市内に住
所を有しない者
③本市内に事務所もしくは家屋敷を有する個人
のうち本市内に住所を有しない者で、所得に係
る課税資料（確定申告書、市・県民税申告書、
給与支払報告書、公的年金等支払報告書等）
の提出があった者およびその扶養親族

事前 表現の修正を行った。

令和2年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
１．特定個人情報ファイル名

(1)個人住民税システムファイル
(2)回送管理

個人住民税システムファイル（課税対象者ファイ
ル、課税資料ファイル、課税台帳情報ファイル）

事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅱ．３．特定個人情報の入手･
使用
④入手に係る妥当性

地方税法第45条の2～第45条の3の3、第317条
の2～第317条の3の3に基づき、市県民税の賦
課決定・賦課更正のため、制度上定められた時
期・頻度・方法にて、本人からの確定申告書・個
人市民税申告書、支払者からの給与支払報告
書や公的年金等支払報告書等により入手して
いる。

地方税法第45条の2～第45条の3の3、第317条
の2～第317条の3の3に基づき、市県民税の賦
課決定・賦課更正のため、制度上定められた時
期・頻度・方法で、本人からの確定申告書や市・
県民税申告書、支払者からの給与支払報告書
や公的年金等支払報告書等を入手している。

事前 記述の修正を行った。

令和2年9月30日 同上

＜他の課税関係資料＞
・１月１日世帯簿情報：1月に住民記録システム
から入手
・国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医
療保険料の支払額・課税額：1月に各担当課か
ら入手
・生活保護情報：3月に入手
・年金特別徴収情報ファイル：年金保険者から
毎月入手

＜他の課税関係資料＞
・１月１日世帯簿情報：1月に住民記録システム
から入手する。
・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医
療保険料の支払額・課税額：1月に各担当課か
ら入手する。
・生活保護情報：3月に保護第一課・第二課から
入手する。
・年金特別徴収情報ファイル：年金保険者から
毎月入手する。
・ワンストップ特例通知：1月末までに他市区町
村から入手する。

事前
記述の修正と、ワンストップ特
例通知の追加を行った。

令和2年9月30日

Ⅱ．３．特定個人情報の入手･
使用
③入手の時期・頻度

＜主たる課税資料の通常の入手時期・頻度＞
・給与支払報告書、公的年金支払報告書：１月
末までに毎日本市に提出され入手する。
・市県民税申告書：3月15日までの申告受付期
間に毎日本市に提出され入手する。
・確定申告書：3月15日までの申告受付期間に
税務署に提出され、その後4月上旬頃までに本
市に国税連携で複数回送付され入手する。
　※なお、申告書は上記期間以外でも新規申告
及び税額更正に関する申告などで、支払報告
書は支払額の変更により随時入手することがあ
る。

＜主たる課税資料の通常の入手時期・頻度＞
・給与支払報告書、公的年金等支払報告書：１
月末までに毎日本市に提出され入手する。
・市・県民税申告書：3月15日までの申告受付期
間に毎日本市に提出され入手する。
・確定申告書：3月15日までの申告受付期間に
税務署に提出され、その後4月上旬頃までに本
市に国税連携で複数回送付され入手する。
　※なお、申告書は上記期間以外でも新規申告
および税額更正に関する申告などで、支払報告
書は支払額の変更により随時入手することがあ
る。

事前 記述の修正を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅱ．４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
委託事項１　および
委託事項２

①賦課期日（1月1日）時点で本市内に住所を有
する個人
②本市内に住所を有しない者で事業所若しくは
家屋敷を有する個人
③上記の者の扶養親族

①賦課期日（1月1日）時点で本市内に住所を有
する者
②本市に事業所もしくは家屋敷を有する個人の
うち本市内に住所を有しない者
③上記の者の扶養親族

事前 記述の修正を行った。

令和2年9月30日

Ⅱ．３．特定個人情報の入手･
使用
⑧使用方法

・確定申告書、個人市民税申告書、給与支払報
告書、公的年金等支払報告書に記載された個
人番号を取得する。本市の住民と合致しない場
合は、他市区町村または本市で課税するため
に活用する。
（略）
・資料合算時に同一人の資料が複数存在する
場合、個人番号を名寄せの判断に利用する。
（略）
・所得情報・扶養関係情報の提供に対応できる
よう、照会用データを中間サーバーに記録す
る。
・市民から課税・所得証明の請求があった場合
に個人番号を基に証明書を発行する。

・確定申告書、市・県民税申告書、給与支払報
告書、公的年金等支払報告書に記載された個
人番号を取得する。本市の住民と合致しない場
合は、他市区町村または本市で課税するため
に活用する。
（略）
・課税資料合算時に同一人の資料が複数存在
する場合、個人番号を名寄せの判断に利用す
る。
（略）
・所得照会やコンビニからの所得証明書請求に
対応できるよう、副本データを作成する。
・市民から課税・所得証明の請求があった場合
に証明書を発行する。

事後
記述の修正を行った。
また、コンビニ証明の記述を
追加した。

令和2年9月30日

Ⅱ．３．特定個人情報の入手･
使用
⑥使用目的

・本市の課税対象者（住民票がないが賦課期日
に実際に住んでい者を含む）に対し、課税の根
拠となる課税資料を基に適正な個人住民税の
賦課を行うため。

・本市の課税対象者に対し、課税の根拠となる
課税資料を基に適正な個人住民税の賦課を行
うために使用する。

事後
記述の修正を行った。
また、コンビニ証明の記述を
追加した。

令和2年9月30日

Ⅱ．３．特定個人情報の入手･
使用
⑤本人への明示

・個人の市県民税は、地方税法第294条により
市内に住所を有する者等に対して、市が税額を
定める賦課課税方式をとっているため、特定個
人情報の入手については、特に本人に明示は
していない。
・課税に必要な各種情報の取得については、地
方税法第317条の2（申告書の提出義務）、同法
第317条の6（給与支払報告書の提出義務）、同
法第第321条の7の2（公的年金等からの特別徴
収）等に明示され規定されている。

・個人の市・県民税は、地方税法第294条により
市内に住所を有する者等に対して、市が税額を
定める賦課課税方式をとっているため、特定個
人情報の入手については、特に本人に明示は
していない。
・課税に必要な各種情報の取得については、地
方税法第317条の2（申告書の提出義務）、同法
第317条の6（給与支払報告書等の提出義務）、
同法第第321条の7の2（公的年金等からの特別
徴収）等に明示され規定されている。

事前 記述の修正を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅱ．４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
委託事項３
⑥委託先名

日本電気株式会社　秋田支店 株式会社秋田電子計算センター 事後
委託先の変更により修正し
た。

令和2年9月30日
同上
その妥当性

短期間で大量の課税資料を正確に入力するた
め、専門的なパンチャーに依頼する

短期間で大量の課税資料を正確に入力する必
要があり、専門的なパンチャーに依頼するた
め。

事前 記述の修正を行った。

令和2年9月30日

Ⅱ．４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
委託事項３
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
対象となる本人の範囲

賦課期日（1月1日）時点で本市内に住所を有す
る個人のうち、課税資料（給与支払報告書、公
的年金等支払報告書、個人住民税申告書等）
が書面により提出された者。

賦課期日（1月1日）時点で本市内に住所を有す
る個人のうち、課税資料（給与支払報告書、公
的年金等支払報告書、市・県民税申告書等）が
書面により提出された者

事前 記述の修正を行った。

令和2年9月30日

Ⅱ．４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
委託事項３
①委託内容

課税資料のデータをパンチ入力する
課税資料のデータをパンチ入力する業務につい
て委託するもの

事前 記述の修正を行った。

令和2年9月30日

Ⅱ．４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
委託事項２
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

個人住民税オンラインシステムの運用保守を実
施するに当たり、大量一括処理・バックアップ等
の取得を行うため。

個人住民税システムの運用保守を実施するに
あたり、大量一括処理・バックアップ等の取得を
行うため。

事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。

令和2年9月30日

Ⅱ．４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
委託事項１
②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲
その妥当性

個人住民税オンラインシステムの運用保守や税
制改正等に伴うシステム改修を実施するため。

個人住民税システムの運用保守や税制改正等
に伴うシステム改修を実施するため。

事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅱ．５．特定個人情報の提供・
移転
提供先３

教育委員会学事課 削除 事後 提供先にあたらないため。

令和2年9月30日

Ⅱ．５．特定個人情報の提供・
移転
提供先２
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

個人住民税課税対象者とその被扶養者等
本市で市・県民税を課税している対象者および
その被扶養者等

事前 表現を統一した。

令和2年9月30日

Ⅱ．５．特定個人情報の提供・
移転
提供先２
①法令上の根拠

番号法第19条第8号、地方税法317条、国税通
則法74条の12第6項

番号法第19条第9号、地方税法317条、国税通
則法74条の12第1項

事後
番号法の改正、および記載誤
りを修正した。

令和2年9月30日

同上
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

本市で市県民税を課税している対象者およびそ
の被扶養者等

本市で市・県民税を課税している対象者および
その被扶養者等かつ各提供先の事務であって
主務省令で定められた範囲に該当する者

事前
提供先の事務において照会さ
れる者が対象となるため、限
定した表現とした。

令和2年9月30日
同上
③提供する情報

市県民税関連情報 市・県民税関係情報 事後 記述を追加した。

令和2年9月30日
同上
②提供先における用途

別表第二の第２欄に掲げる業務（別紙１を参
照）

番号法別表第二の第２欄に掲げる業務（別紙１
を参照）

事後 記述を追加した。

令和2年9月30日

Ⅱ．５．特定個人情報の提供・
移転
　提供先１

別表第二の第１欄に掲げる者（別紙１を参照）
番号法別表第二の第１欄に掲げる者（別紙１を
参照）

事後 記述を追加した。

令和2年9月30日

Ⅱ．５．特定個人情報の提供・
移転
提供・移転の有無

提供を行っている　６３件 提供を行っている　６５件 事前 提供先の記載を追加した。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日 ・移転先２ 福祉保健部障がい福祉課 削除 事後 移転先１の別紙２に含めた。

令和2年9月30日 ・移転先１　別紙２ － 更新 事後 更新を行った。

令和2年9月30日
・移転先１
②移転先における用途

別表第一の右欄に掲げる業務（別紙２参照）

本市で市県民税を課税している対象者およびそ
の被扶養者等かつ各提供先の事務であって主
務省令または条例で定められた範囲に該当す
る事務（別紙２参照）

事後 修正を行った。

令和2年9月30日
・移転先１
①法令上の根拠

番号法別表第9条第1号第一の左欄に掲げる者
（別紙２参照）

番号法第9条第2項別表第二および秋田市個人
番号の利用に関する条例

事後 修正を行った。

令和2年9月30日 ・移転先１ 別表第一の左欄に掲げる者（別紙２参照）
番号法第9条第2項別表第二および秋田市個人
番号の利用に関する条例に定める者（別紙２参
照）

事後 修正を行った。

令和2年9月30日

Ⅱ．５．特定個人情報の提供・
移転
提供先５～６

－ 追加 事後 追加した。

令和2年9月30日
同上
⑤本人への明示

同法第第317条の7の2（公的年金からの特別徴
収）

同法第第321条の7の2（公的年金からの特別徴
収）

事後 記載誤りを修正した

令和2年9月30日
同上
②提供

住所、漢字氏名、収入・所得情報、控除額情
報、税額情報等

住所、氏名、個人番号、給与からの特別徴収税
額

事後
課税者本人に通知するものを
除いて記載した。

令和2年9月30日
同上
①法令上の根拠

番号法第19条第1号 番号法第19条第1号、地方税法第321条4号 事後 記述を追加した。

令和2年9月30日

Ⅱ．５．特定個人情報の提供・
移転
提供先４

個人市・県民税の特別徴収義務者
個人市・県民税の特別徴収義務者（給与支払
者）

事後
年金の特別徴収と区別するた
めに記述した。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
１．特定情報ファイル名

(2)回送管理 削除 事前
令和３年10月からのシステム
変更により使用しないため記
述を削除

令和2年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
１．特定情報ファイル名

(1)個人住民税システムファイル
個人住民税システムファイル（課税対象者ファイ
ル、課税資料ファイル、課税台帳情報ファイル）

事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により修正した。

令和2年9月30日

Ⅱ．６．特定個人情報の保管・
消去
③消去方法

－
・申告支援システムは、年度単位にデータベー
スを構築しており、保管期間を過ぎたデータは、
その該当年度データベースの削除を行う。

事前
令和3年10月（予定）のシステ
ム変更により追加した。

令和2年9月30日 同上

＜中間サーバー-・プラットフォームにおける措
置＞
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館及
びサーバー室への入室を厳重に管理する。

＜中間サーバー-・プラットフォームにおける措
置＞
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館お
よびサーバー室への入室を厳重に管理する。

事前 表現を統一した。

令和2年9月30日

Ⅱ．６．特定個人情報の保管・
消去
①保管場所

＜秋田市における措置＞

＜秋田市における措置＞
⑧情報機器を持ち込む必要がある場合は事前
に申告させ、不要な情報機器は持ち込まないよ
う周知している。

事後
実施している項目の追加を
行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅲ．２．特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークを通じ
た入手を除く。）
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
必要な情報以外を入手するこ
とを防止するための措置の内
容

・本人等が記載する申告書等、また勤務先等か
ら提出される給与支払報告書、年金事業者から
提出される年金支払報告書は、法令等に定め
る記載項目のため、必要な情報以外は入手で
きない。
・他団体からの申告情報の入手は、あらかじめ
定められた項目に基づいた書式をやり取りする
ため、必要な情報以外を入手することはない。
・個人市県民税の課税に関する情報以外は入
力できないシステムとなっている。

・本人等が記載する申告書等、勤務先等から提
出される給与支払報告書、年金保険者から提
出される公的年金等支払報告書は、法令等に
定める記載項目以外の必要な情報以外は入手
できない。他市区町村等から回送でこれらの資
料を入手する場合も同様となる。
・個人市・県民税の課税に関する情報のみが取
り込める仕様となっている。

事前 記述を修正した。

令和2年9月30日

Ⅲ．２．特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークを通じ
た入手を除く。）
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
対象者以外の情報の入手を
防止するための措置の内容

（略）
・本人以外から提出される給与支払報告書や年
金支払報告書などの申告等情報は、情報元が
本人に個人番号、住所・氏名・生年月日等の確
認を行っているが、提出された申告等情報と課
税対象者情報の個人番号を突合し、真正性を
確認する。
　提出された個人番号と、システムで保有する
情報に相違があった場合は、宛名システムや住
民基本台帳ネットワークシステムを利用し、本人
確認を実施する。
・他団体からの申告情報を入手した場合は、本
市の課税対象者と合致するかを確認している。
合致しない場合、住民基本台帳ネットワークシ
ステムを利用し、本人確認を実施する。
・課税資料をシステムへ入力後、再度別な担当
者が資料とシステムの入力内容を照合し、確認
を行う。

（略）
・本人以外から提出される給与支払報告書や公
的年金等支払報告書等の課税資料は、情報元
が本人に個人番号、住所・氏名・生年月日等の
確認を行っているが、提出された課税資料と課
税対象者情報の個人番号を突合し、真正性を
確認する。
　提出された個人番号と、システムで保有する
情報に相違があった場合は、宛名システムや住
民基本台帳ネットワークシステムを利用し、本人
確認を実施する。
・他市区町村からの課税資料を入手した場合
は、本市の課税対象者と合致するかを確認して
いる。合致しない場合、住民基本台帳ネットワー
クシステムを利用し、本人確認を実施する。

事前

文言の修正を行った。
課税資料の入力確認は、入手
防止策ではないため、削除し
た。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅲ．２．特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークを通じ
た入手を除く。）
リスク２：不適切な方法で入手
が行われるリスク
リスクに対する措置の内容

・市県民税申告等は、市県民税の税額決定の
課税資料となるものであり、内容を説明したうえ
で記載を求めている。
・紙媒体による入手は、秋田市に郵送で提出さ
せるか、決められた窓口において担当職員が受
け付けるかのいずれかの方法で行う。
・ｅＬＴＡＸ、国税連携は、ｅＬＴＡＸ及び国税連携
の専用回線及び専用端末を介してのみ入手し
ている。
・調査、照会等により情報を入手する際は照会
先に調査目的、根拠法令等を示したうえで、回
答を求めている。
・本人等が記載する申告書等、また勤務先等か
ら提出される給与支払報告書、年金事業者から
提出される年金支払報告書は、法令等に定め
る記載項目のため、必要な情報以外は入手で
きない。

・市・県民税申告等は、市県民税の税額決定の
課税資料となるものであり、内容を説明したうえ
で記載を求めている。申告支援システムを用い
る場合も、内容を説明したうえで職員が入力す
る。
・紙媒体による入手は、秋田市への郵送か、決
められた窓口において担当職員が受付する。
・ｅＬＴＡＸ、国税連携は、ｅＬＴＡＸおよび国税連携
の専用回線かつ専用端末を介してのみ入手し
ている。
・調査、照会等により情報を入手する際は照会
先に調査目的、根拠法令等を示したうえで、回
答を求めている。

事前

申告支援システムの記述を追
加した。
紙媒体の記述を整理した。
目的外の入手の内容を削除し
た。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅲ．２．特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークを通じ
た入手を除く。）
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
入手の際の本人確認の措置
の内容

・窓口で本人が申告書等を提出する場合は、原
則、本人の個人番号カード（番号確認と身元確
認）、通知カード（番号確認）と運転免許証など
（身元確認）、個人番号の記載された住民票の
写しなど（番号確認）と運転免許証など（身元確
認）のいずれかの方法で確認する。
・代理人からマイナンバーの提供を受ける場合
は、①代理権、②代理人の身元、③本人の番号
の３つを確認する必要があり、原則として以下
の方法で行う。
①代理権の確認は、法定代理人の場合は戸籍
謄本など、任意代理人の場合は委任状で行う。
②代理人の身元の確認は、代理人の個人番号
カードまたは運転免許証で行う。
③本人の番号確認は、本人の個人番号カード、
通知カード、マイナンバーの記載された住民票
の写しなどで行う
・本人以外から提出される給与支払報告書や年
金支払報告書などについては、情報元である勤
務先や年金事業者等の個人番号関係事務実施
者において、本人や扶養義務者等の個人番号
や住所・氏名・生年月日等の確認を行ってい
る。

・窓口で本人が申告書等を提出する場合は、原
則、本人の個人番号カード（番号確認と身元確
認）、個人番号の記載された住民票の写しなど
（番号確認）と運転免許証など（身元確認）のい
ずれかの方法で確認する。
・代理人からマイナンバーの提供を受ける場合
は、①代理権、②代理人の身元、③本人の番号
の３つを確認する必要があり、原則として以下
の方法で行う。
①代理権の確認は、法定代理人の場合は戸籍
謄本など、任意代理人の場合は委任状で行う。
②代理人の身元の確認は、代理人の個人番号
カード又は運転免許証で行う。
③本人の番号確認は、本人の個人番号カード、
マイナンバーの記載された住民票の写しなどで
行う
・本人以外から提出される給与支払報告書や公
的年金等支払報告書などについては、情報元
である勤務先や年金保険者等の個人番号関係
事務実施者において、本人や扶養義務者等の
個人番号や住所・氏名・生年月日等の確認を
行っている。内容に不備がある場合は、情報元
に確認する。

事後

通知カードの廃止による修正
を行った。
また、本人以外から提出され
るものの不備がある場合の対
応を記述したほか、内容の修
正を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅲ．２．特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークを通じ
た入手を除く。）
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・特定個人情報の入力・削除・訂正を行う際は、
正確性を担保するために、複数の職員で確認
する体制を取っている。
・入手した情報については、窓口での聞き取り
や添付書類との照合等を通じて確認することで
正確性を担保する。
・情報の内容に疑義が生じた場合は税務調査を
行い、職員が収集した情報に基づいて、間違い
があれば修正し、正確性を担保する。

・入手資料は、本人や提出先への確認や添付
書類との照合等を通じて内容確認し、正確性を
担保する。
・入手資料内のエラーチェックで、資料内の情報
の正確性を担保する。
・同一人に複数資料がある場合、情報突合で資
料間の整合性を図り、正確性を担保する。
・特定個人情報の入力・削除・訂正を行う際は、
複数の職員で確認する体制で正確性を担保す
る。

事前
資料内および複数資料間の
正確性を記述したほか、記述
を整理した。

令和2年9月30日

Ⅲ．２．特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークを通じ
た入手を除く。）
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
個人番号の真正性確認の措
置の内容

・本人からの申告等は個人番号カード又は通知
カードと身分証明書の提示や窓口での聞き取り
等で、本人確認を実施し、個人番号の真正性確
認を行う。また、本人以外から提出される給与
支払報告書や年金支払報告書などの申告等情
報については、情報元が本人に個人番号、住
所・氏名・生年月日等の確認を行っている。
・提出された申告等情報の個人番号と課税対象
者情報の個人番号を突合することで、個人番号
の真正性を確認する。提出された個人番号と、
システムで保有する情報に相違があった場合
は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用
し、本人確認を実施する。
・他団体からの申告情報を入手した場合は、本
市の課税対象者と合致するかを確認している。
合致しない場合、住民基本台帳ネットワークシ
ステムを利用し、本人確認を実施する。

・本人からの申告等は個人番号カードと身分証
明書の提示等で、本人確認を実施し、個人番号
の真正性確認を行う。
・本人以外から提出される給与支払報告書や公
的年金等支払報告書などの課税資料は、情報
元が本人に個人番号、住所・氏名・生年月日等
の確認を行っているが、提出された課税資料と
課税対象者情報の個人番号を突合し、真正性
を確認する。
　提出された課税資料の個人番号と、システム
で保有する情報に相違があった場合は、宛名シ
ステムや住民基本台帳ネットワークシステムを
利用し、本人確認を実施する。
・他市区町村等からの課税資料を入手した場合
は、本市の課税対象者と合致するかを確認して
いる。合致しない場合、住民基本台帳ネットワー
クシステムを利用し、本人確認を実施する。

事後
通知カードの廃止による修正
を行ったほか、記述の修正を
行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅲ．３．特定個人情報の使用
リスク１：目的を超えた紐付
け、事務に必要のない紐付け
が行われるリスク
事務で使用するその他のシス
テムにおける措置の内容

・個人住民税オンラインシステムから他のシステ
ムへの特定個人情報の連携は、情報照会に必
要な情報のみに制限している。

・個人住民税システムから他のシステムへの特
定個人情報の連携は、情報照会に必要な情報
のみに制限している。

事前
令和3年10月(予定)からのシス
テム改修により修正を行った。

令和2年9月30日

Ⅲ．３．特定個人情報の使用
リスク１：目的を超えた紐付
け、事務に必要のない紐付け
が行われるリスク
宛名システム等における措置
の内容

宛名システムは導入していない

中間サーバーコネクタ（団体内統合宛名検索）
は、個人住民税システムとは連携しておらず、
また個人番号利用事務担当者以外には権限が
付与されていない。

事前
番号法導入による宛名システ
ム等の導入により記載を変更
した。

令和2年9月30日

Ⅲ．２．特定個人情報の入手
（情報提供ネットワークを通じ
た入手を除く。）
リスク４：入手の際に特定個人
情報が漏えい・紛失するリスク
特定個人情報の正確性確保
の措置の内容

・特定個人情報を記録した紙媒体の課税資料
は窓口で受け取り後、事務処理が完了したら、
速やかに保管場所で施錠管理等を行い、鍵は
内部職員のみが知る場所で保管することによ
り、漏洩や紛失を防止する。
（略）
・電子データで提出される申告情報等は、ｅＬＴＡ
Ｘ及び国税連携の専用回線及び専用端末を介
して入手しており、入手した電子データを直接個
人住民税オンラインシステムに取り込むことで
漏えい・紛失を防止している。

・受付窓口の衝立、申告会場での別テーブル、
窓口での待合席からの距離確保等により、他か
ら提出書類が見えないような工夫を行ってい
る。
・特定個人情報を記録した紙媒体の課税資料を
窓口で受け取る場合には、数の確認により漏え
いを防止する。
・紙媒体の資料は、事務処理が完了したら簿冊
に綴り、速やかに保管場所で施錠管理等を行
い、鍵は内部職員のみが知る場所で保管する
ことにより、漏えいや紛失を防止する。
（略）
・電子データで提出される申告情報等は、ｅＬＴＡ
Ｘおよび国税連携の専用回線かつ専用端末を
介して入手しており、入手した電子データを直接
個人住民税システムに取り込むことで漏えい・
紛失を防止している。
・特定個人情報が記録された電子データは外部
媒体を極力用いず、やむなく外部媒体を使用す
る際は、特定の担当者のみが作業を行う。事務
が完了したら速やかに記録媒体から電子データ
を消去し、作業状況を記録する。

事前

漏えい･紛失策の追記を行っ
た。
令和3年10月(予定)からのシス
テム改修による修正を行っ
た。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅲ．３．特定個人情報の使用
リスク４：特定個人情報ファイ
ルが不正に複製されるリスク

・職員は個人住民税オンラインシステムから、直
接データを取り出すことができない。
・個人住民税オンラインシステムで使用するパ
ソコンは、あらかじめ情報統計課に登録された
外部記録媒体以外の接続は不可としている。

・職員は個人住民税システムから、直接データ
を取り出すことができない。
・個人住民税システムで使用するパソコンは、あ
らかじめ情報統計課に登録された外部記録媒
体以外の接続は不可としている。

事前
令和3年10月（予定）からのシ
ステム変更による修正を行っ
た。

令和2年9月30日

Ⅲ．３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
特定個人情報の使用の記録
具体的な方法

・誰が、いつ、何の情報を、どのように更新した
のかの全ての操作履歴を磁気ディスクに記録し
ている。
・操作履歴については、平成１８年以降のものを
保管している。

・誰が、いつ、何の情報を、どのように更新した
のか全ての操作履歴を磁気ディスクに記録して
いる。
・操作履歴の保管期間は、1年間以上とする。

事前
保存年については、保存すべ
き最低年度を記載した。
文言の修正を行った。

令和2年9月30日

Ⅲ．３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
ユーザ認証の管理
アクセス権限の発効・失効の
管理
具体的な管理方法

アクセス権限はユーザIDとパスワードによる認
証で行っている。
①ID/パスワードの発効管理
・市民税課のシステムを使用する課所室におい
て人事異動時期に業務に対応したアクセス権限
を確認し、各課所室長からの申請書により、情
報統計課長が業務に必要な範囲のみでのアク
セス権限を付与している。
②失効管理
・情報統計課が人事課と連携し権限を有してい
た職員の異動退職情報を確認し、異動退職が
あった際にはアクセス権限を更新し、当該IDを
失効させている。

アクセス権限はユーザIDとパスワードによる認
証で行っている。
①ID/パスワードの発効管理
・市民税課のシステムを使用する課所室におい
て定期人事異動時期に業務に対応したアクセス
権限を確認し、各課所室長からの申請書によ
り、情報統計課長が業務に必要な範囲のみで
のアクセス権限を付与している。
②失効管理
・随時の異動退職等があった場合、情報統計課
では担当課からの申請および人事課との連携
によりアクセス権限を更新し、権限の失効管理
を行う。

事前
担当課からの申請を記述し
た。

令和2年9月30日

Ⅲ．３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
ユーザ認証の管理
具体的な管理方法

②ユーザIDの設定は、正規職員の異動につい
ては人事情報に基づき、非正規職員は担当課
からの申請に基づき、情報統計課で一元管理し
ている。
③認証後はユーザーがシステム上で担当業務
で必要な権限以外は付与しない。

②ユーザIDの設定は、正規職員の異動につい
ては人事情報に基づき、会計年度任用職員等
は担当課からの申請に基づき、情報統計課で
一元管理している。
③認証後はユーザーがシステム上で担当業務
で必要な権限以外は付与しない。
④申告支援システムでは、独自のユーザＩＤに
よる識別とパスワードによる認証を実施し、認証
後は利用機能の認可機能により、そのユーザ
がシステム上で利用可能な機能を制限すること
で不正利用が行えない対策を実施する。

事後

令和2年度からの会計年度任
用職員制度の導入、および令
和3年10月(予定)からのシステ
ム導入により修正した。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅲ．４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
特定個人情報ファイルの提供
のルール
委託先から他者への提供に
関するルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

・特定個人情報を取り扱う業務については、庁
内マシンルームで限定して作業を行わせる。
（略）
・秋田市財務規則により再委託は原則として禁
止しているが、再委託するものについては、契
約書上随時報告と検査が可能なように規定して
おり、あらかじめ定めた点検項目を不定期に報
告書として作成させて確認する。

・特定個人情報を取り扱う業務については、庁
内マシンルームで限定して作業を行わせる。パ
ンチ作業において委託先の事業所オフィスで実
施する場合も、複数の者で鍵付き専用ケースで
運搬し、名簿提出された者だけが出入りできる
部屋で作業を行う。
（略）
・秋田市財務規則により再委託は原則として禁
止しているが、再委託するものについては、契
約書上随時報告と検査が可能であるように規定
しており、あらかじめ定めた点検項目を不定期
に報告書として作成させて確認する。

事後
パンチ処理の例外について記
載した。また、記述の変更を
行った。

令和2年9月30日

Ⅲ．４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
特定個人情報ファイルの取扱
いの記録
具体的な方法

・どの従業者が、いつ、何の情報を、どのように
更新したのかの全ての操作履歴を磁気ディスク
に記録している。
・操作履歴については、平成１８年以降のものを
保管している。

・誰が、いつ、何の情報を、どのように更新した
のか全ての操作履歴を磁気ディスクに記録して
いる。
・操作履歴の保管期間は、1年間以上とする。

事前
保存年については、保存すべ
き最低年度を記載した。
文言の修正を行った。

令和2年9月30日

Ⅲ．４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
特定個人情報ファイルの閲覧
者・更新者の制限
具体的な制限方法

・契約書又は協定書に規定を設けている。
・委託先での作業については特定個人情報取
扱いの管理体制、管理者及び取扱者の名簿提
出を義務付けており、特定個人情報ファイルへ
のアクセス可能な作業者数を最小限にしてい
る。
・作業は基本的に情報統計課内のSE作業室の
みでしか行えない。

・契約書又は協定書に規定を設けている。
・委託先での作業については特定個人情報取
扱いの管理体制、管理者および取扱者の名簿
提出を義務付けており、特定個人情報ファイル
へのアクセス可能な作業者数を最小限にしてい
る。
・作業は基本的に情報統計課内のSE作業室の
みで行う。パンチ作業において委託先の事業所
オフィスで実施する場合も、複数の者で鍵付き
専用ケースで運搬し、名簿提出された者だけが
出入りできる部屋で作業を行う。

事前
文言の修正や、パンチ処理の
例外について記載した。

令和2年9月30日

Ⅲ．４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
情報保護管理体制の確認

システムの運用等を委託するときは、業者選定
部会で協議を行い、特定個人情報の保護を適
正に行える委託先であることを確認する。

システムの運用等を委託するときは、業者選定
審議部会で協議を行い、特定個人情報の保護
を適正に行える委託先であることを確認する。

事前 名称の誤りを修正した。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅲ．５．特定個人情報の提供・
移転（委託や情報提供ネット
ワークシステムを通じた提供
を除く。）
リスク１：不正な提供・移転が
行われるリスク
具体的な方法

・操作履歴は、平成１８年以降のものを保管して
いる。

・操作履歴の保管期間は、1年間以上とする。 事前
保存年については、保存すべ
き最低年度を記載した。

令和2年9月30日

Ⅲ．４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
特定個人情報ファイルの提供
のルール
再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確
保

・特定個人情報を取り扱う業務については、庁
内マシンルームで限定して作業を行う。
・委託を行った業務に関しては、業務内容報告
書を通じて委託先に報告させる。
・秋田市財務規則により再委託は原則として禁
止しているが、再委託するものについては、契
約書上随時報告と検査が可能なように規定して
おり、あらかじめ定めた点検項目を不定期に報
告書として作成させて確認する。

・特定個人情報を取り扱う業務については、庁
内マシンルームで限定して作業を行わせる。パ
ンチ作業において委託先の事業所オフィスで実
施する場合も、複数の者で鍵付き専用ケースで
運搬し、名簿提出された者だけが出入りできる
部屋で作業を行う。再委託先への持ち出しは禁
止する。
・委託を行った業務に関しては、業務内容報告
書を通じて委託先に報告させる。
・秋田市財務規則により再委託は原則として禁
止しているが、再委託するものについては、契
約書上随時報告と検査が可能であるように規定
しており、あらかじめ定めた点検項目を不定期
に報告書として作成させて確認する。

事後
パンチ処理の例外について記
載。その場合でも再委託先へ
の持ち出しは禁止する。

令和2年9月30日

Ⅲ．４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定
規定の内容

・データ等の漏えい、滅失、き損、改ざん等の防
止を行うこと。

・データ等の漏えい、滅失、毀損、改ざん等の防
止を行うこと。

事後 表現を統一した。

令和2年9月30日

Ⅲ．４．特定個人情報ファイル
の取扱いの委託
特定個人情報ファイルの提供
のルール
委託元と委託先間の提供に関
するルールの内容及びルール
遵守の確認方法

・秋田市財務規則により再委託は原則として禁
止しているが、再委託するものについては、契
約書上随時報告と検査が可能なように規定して
おり、あらかじめ定めた点検項目を不定期に報
告書として作成させて確認する。
（略）
・委託先へ特定個人情報を提供する際には、操
作ログを記録するなどの安全措置をしたうえで
提供させる。

・秋田市財務規則により再委託は原則として禁
止しているが、再委託するものは、契約書上随
時報告と検査が可能であるように規定してお
り、あらかじめ定めた点検項目を不定期に報告
書として作成させて確認する。
（略）
・委託先へ特定個人情報を提供する際には、操
作ログを記録するなどの安全措置を講じたうえ
で提供させる。

事前 記述の変更を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅲ．６．情報ネットワークシステ
ムとの接続
リスク５：不正な提供が行われ
るリスク

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
③特に慎重な対応が求められる情報について
は自動応答を行わないように自動応答不可フラ
グを設定し、特定個人情報の提供を行う際に、
送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、セ
ンシティブな特定個人情報が不正に提供される
リスクに対応している。
(略)
（※）情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の提供の要求の受領及び情報提
供を行う機能。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
③ＤＶ等の機微情報については自動応答を行
わないように自動応答不可フラグを設定し、特
定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改
めて確認し、提供を行うことで、センシティブな
特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応
している。
(略)
（※）情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の提供の要求の受領および情報
提供を行う機能。

事後
中間サーバーの改定による変
更や記述の修正を行った。

令和2年9月30日

Ⅲ．６．情報ネットワークシステ
ムとの接続
リスク１：目的外の入手が行わ
れるリスク
リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の照会及び照会した情報の受領
を行う機能。
（※２）番号法別表第２及び第１９条第１４号に基
づき、事務手続ごとに情報照会者、情報提供
者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化し
たもの。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
（※１）情報提供ネットワークシステムを使用した
特定個人情報の照会および照会した情報の受
領を行う機能。
（※２）番号法の規定による情報提供ネットワー
クシステムを使用した特定個人情報の提供に係
る情報照会者、情報提供者、事務および特定個
人情報を一覧化し、情報照会の可否を判断する
ために使用するもの。

事後
中間サーバーの改定による変
更や記述の修正を行った。

令和2年9月30日

Ⅲ．５．特定個人情報の提供・
移転（委託や情報提供ネット
ワークシステムを通じた提供
を除く。）
リスク３：誤った情報を提供移
転してしまうリスク、誤った相
手に提供・移転してしまうリス
ク

・複数でチェックを行うことで、適切な移転元に
対して、適切な内容の情報しか移転していない
か確認を行っている。

・複数でチェックを行うことで、適切な移転先に
対して、適切な内容の情報しか移転していない
か確認を行っている。

事前 記載誤りを修正した。

令和2年9月30日

Ⅲ．５．特定個人情報の提供・
移転（委託や情報提供ネット
ワークシステムを通じた提供
を除く。）
リスク２：不適切な方法で提
供・移転が行われるリスク

・eLTAX及び国税連携における情報提供は、あ
らかじめ定められた方法で行っている。

・eLTAXおよび国税連携における情報提供は、
あらかじめ定められた方法で行っている。

事前 表現の統一を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅲ．７．特定個人情報の保管・
消去
リスク３：特定個人情報が消去
されずいつまでも存在するリス
ク
消去

・保管期間を過ぎたデータについては個別ファイ
ルごとに、適宜システムから削除を行っている。
・磁気ディスク等の廃棄時は、規定に基づき、内
容の復元及び判読が不可能になるような方法
により消去する。
・帳票については、規定に基づき帳票簿を作成
し、保管及び廃棄の運用が適切になされている
ことを適時確認するとともに、その記録を残す。
・廃棄時には、規定に基づき廃棄を行うととも
に、廃棄文書目録を残す。
・文書の廃棄時には、職員が直接溶融施設に
持ち込み、職員が溶融するのを確認している。

・保管期間を過ぎたデータについては、年度ご
と、個別ファイルごとに、適宜システムから削除
を行う。
・磁気ディスク等の廃棄時は、規定に基づき、内
容の復元および判読が不可能になるような方法
により消去する。
・帳票については、規定に基づき帳票簿を作成
し、保管および廃棄の運用が適切になされてい
ることを適時確認するとともに、その記録を残
す。
・廃棄時には、規定に基づき廃棄を行うととも
に、廃棄文書目録を残す。
・文書の廃棄時には、職員が直接溶融施設に
持ち込み、溶融するのを確認している。

事前
年度ごとの旨を追記した。
記述の変更を行った。

令和2年9月30日

Ⅲ．７．特定個人情報の保管・
消去
リスク２：特定個人情報が古い
情報のまま保管され続けるリ
スク
リスクに対する措置の内容

賦課情報は、毎年課税を行って更新していくも
のであり、課税当時の情報としては残るが、特
定個人情報自体が古い情報のまま保管される
ことはない。

・賦課情報は、毎年課税を行って更新していくも
のであり、課税年度当時の情報としては残る
が、特定個人情報自体が古い情報のまま保管
されることはない。
・年度毎の情報については、課税資料の提出や
調査等により逐次更新を行っている。

事後
実施している内容の記述を追
加した。

令和2年9月30日

Ⅲ．７．特定個人情報の保管・
消去
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

①中間サーバー・プラットフォームではＵＴＭ（コ
ンピュータウィルスやハッキングなどの脅威から
ネットワークを効率的かつ包括的に保護する装
置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵
入防止を行うとともに、ログの解析を行う。

①中間サーバー・プラットフォームではＵＴＭ（コ
ンピュータウィルスやハッキングなどの脅威から
ネットワークを効率的かつ包括的に保護する装
置）等を導入し、アクセス制限、侵入検知および
侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。

事前 記述の変更を行った。

令和2年9月30日

Ⅲ．７．特定個人情報の保管・
消去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

＜秋田市における措置＞
①～⑦　略

＜秋田市における措置＞
①～⑦　略
⑧情報機器を持ち込む必要がある場合は事前
に申告させ、不要な情報機器は持ち込まないよ
う周知している。

事後
実施している内容の記述を追
加した。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅳ　その他のリスク対策
１．監査
②監査
具体的な内容

＜秋田市における措置＞
①以下の観点による内部監査を定期的に実施
し、監査結果を踏まえて体制や規定を改善す
る。
・評価書記載事項および業務フロー図に基づく
運用実態のチェックを行う。
・個人情報保護の管理を適正に行うため、各課
所室長が随時、職員の業務状況を把握できるよ
うな安全管理体制を整備する。
・個人情報保護に関する規定の徹底のため、各
課所室長から随時、職員に規定遵守について
の呼びかけを行わせるほか、個人情報保護に
関する体制も再確認させる。
・個人情報保護に関する技術的な安全管理の
ため、今後も各課所室において業務に必要な範
囲のみでのアクセス権限の付与を徹底する。
・情報セキュリティの周知・教育のため、職員の
業務担当範囲を明確化するほか、e-ラーニング
等も取り入れた研修を実施する。

＜秋田市における措置＞
①特定個人情報取扱要綱に基づき、特定個人
情報の適正な取扱状況について、定期又は必
要に応じ随時に監査を行うこととしている。

事前
監査の項目以外に該当する
内容の記述を省いた。

令和2年9月30日

Ⅳ　その他のリスク対策
１．監査
①自己点検
具体的なチェック方法

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①運用規則に基づき、中間サーバー・プラット
フォームの運用に携わる職員及び事業者に対
し、定期的に自己点検を実施することとしてい
る。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①運用規則に基づき、中間サーバー・プラット
フォームの運用に携わる職員および事業者に
対し、定期的に自己点検を実施することとしてい
る。

事前 表現の統一を行った。

令和2年9月30日

Ⅳ　その他のリスク対策
１．監査
①自己点検
具体的なチェック方法

－

＜秋田市における措置＞
②特定個人情報の取扱に携わる職員に対し、
特定個人情報の適正な取扱状況について情報
統計課が年に１回自己点検を実施することとし
ている。

事前 実施している項目を追加した。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和2年9月30日

Ⅵ　評価実施手続
２．国民・住民等からの意見の
聴取
②実施日・期間

平成27年3月23日から平成27年4月21日:30日
間

令和2年7月31日から令和2年8月31日：32日間 事後 再実施を行った。

令和2年9月30日
Ⅵ　評価実施手続
１．基礎項目評価

2014/10/30 2020/9/30 事前 再実施を行った。

令和2年9月30日

Ⅳ　その他のリスク対策
２．従業者に対する教育・啓発
具体的な方法

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー・プラットフォームの運用に携わ
る職員および事業者に対し、セキュリティ研修等
を実施することとしている。
②中間サーバー・プラットフォームの業務に就く
場合は、運用規則等について研修を行うことと
している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①IPA（情報処理推進機構）が提供する最新の
情報セキュリティ教育用資料等を基にセキュリ
ティ教育資材を作成し、中間サーバー･プラット
フォームの運用に携わる職員および事業者に
対し、運用規則（接続運用規程等）や情報セ
キュリティに関する教育を年次（年２回）及び随
時（新規要員着任時）実施することとしている。

事前
中間サーバーの改定による変
更や記述の修正を行った。

令和2年9月30日

Ⅳ　その他のリスク対策
２．従業者に対する教育・啓発
具体的な方法

⑤税務職員においては、地方電子化協議会の
「税務職員セキュリティのしおり」などを利用し、
セキュリティの必要な知識の習得に資する周知
を行う。

＜秋田市における措置＞
⑤税務職員においては、地方税共同機構の「税
務職員セキュリティのしおり」などを利用し、セ
キュリティの必要な知識の習得に資する周知を
行う。
⑥特定個人情報の取扱に携わる職員に対し、
毎年度、特定個人情報の取扱に関する研修を
行うこととしている。
⑦特定個人情報の保護責任者に対し、毎年
度、各課における特定個人情報の適正な管理
に関する研修を行うこととしている。
⑧特定個人情報を取り扱う情報システムの管理
に関する事務に従事する職員に対し、毎年度、
情報システムの管理に関する研修を行うことと
している。
⑨特定個人情報ファイルの取扱事務に従事す
る職員に対し、毎年度、番号利用法の規定に基
づくサイバーセキュリティ研修を行うこととしてい
る。

事前
⑤は組織名の変更
⑥以降、実施している項目を
追加記載した。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅰ　基本情報
５．個人番号の利用　※
法令上の根拠

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用に関する法律（以下、「番号法」）
第9条第1項、別表第一の項番16

行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用に関する法律（以下、「番号法」）
第9条第1項別表第24号

事後 法改正により修正を行った。

令和4年3月31日 表紙　公表日 2020/9/30 2022/3/31 事前 点検を行った。

令和2年9月30日

Ⅵ　評価実施手続
３．第三者点検
③結果

個人市・県民税の課税に関する事務に係る特
定個人情報保護評価書について、特定個人情
報保護評価指針（平成26年４月20日特定情報
保護委員会）第10の１(２)に定める審査の観点
等に基づき、その適合性、妥当性等について点
検した結果、「現在実施している職員研修をより
一層充実させ、特定個人情報の適正な管理運
用に努めること。」について対応が必要と思わ
れるものの、評価書の内容は概ね適正であると
認める旨、平成27年６月15日に秋田市個人情
報保護審査委員会から審議の報告を受けた。

個人市・県民税の課税に関する事務に係る特
定個人情報保護評価書について、「特定個人情
報保護評価指針第10の1(2)に定める審査の観
点における主な考慮事項（平成26年8月26日特
定個人情報保護委員会）」等に基づき点検した
結果、「特定個人情報の取扱いを委託する際
は、委託先および再委託先におけるセキュリ
ティ管理体制や作業環境を確認するなど、適切
な監督体制の徹底に努めること。」「特定個人情
報の適正な管理運用のため、充実した職員研
修や自己点検となるよう、より効果的な実施方
法を検討すること。」について対応が必要と思わ
れるものの、評価書の内容は概ね適正であると
認める旨、令和2年9月18日に秋田市個人情報
保護審査委員会から審議の報告を受けた。

事後 再実施を行った。

令和2年9月30日

Ⅵ　評価実施手続
３．第三者点検
①実施日

2015/5/21 2020/9/9 事後 再実施を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑤本人への明示

・個人の市・県民税は、地方税法第294条により
市内に住所を有する者等に対して、市が税額を
定める賦課課税方式をとっているため、特定個
人情報の入手については、特に本人に明示は
していない。
・課税に必要な各種情報の取得については、地
方税法第317条の2（申告書の提出義務）、同法
第317条の6（給与支払報告書等の提出義務）、
同法第第321条の7の2（公的年金等からの特別
徴収）等に明示され規定されている。
・賦課事務に必要な場合は、番号法第14条によ
り本人等から情報の提供を求めることができ、
また、同法の別表第二の第27号により情報提
供ネットワークを経由して、情報を取得できるこ
とが規定されている。

・個人の市・県民税は、地方税法第294条により
市内に住所を有する者等に対して、市が税額を
定める賦課課税方式をとっているため、特定個
人情報の入手については、直接本人に明示は
していない。
・課税に必要な各種情報の取得については、地
方税法第317条の2（申告書の提出義務）、同法
第317条の6（給与支払報告書等の提出義務）、
同法第321条の7の2（公的年金等からの特別徴
収）等の規定により明示されている。
・賦課事務に必要な場合は、番号法第14条によ
り本人等から情報の提供を求めることができ、
また、番号法第19条第8号に基づく主務省令第2
条の表の48項により情報提供ネットワークを経
由して、情報を取得できることが規定されてい
る。

事後 記述の修正を行った。

令和7年7月31日

Ⅰ　基本情報
６．情報提供ネットワークシス
テムによる情報連携　※
②法令上の根拠

【別表第二による本市からの情報提供】
番号法第19条第7号（特定個人情報の提供の
制限）および別表第二
（別表第二で情報提供者が「市町村長」のうち、
特定個人情報に「地方税関係情報」が含まれる
項）
（第
1,2,3,4,6,8,9,11,16,18,20,23,26,27,28,29,31,34,35,
37,38,39,40,42,48,53,54,57,58,59,61,62,63,64,65,6
6,67,
70,71,74,80,84,85の
2,87,91,92,94,97,101,102,103,106,107,108,113,11
4,115,116,117,120項）
【別表第二による本市からの情報照会】
○番号法第19条第7号別表第二（第27の項）
（別表第二の第１欄（情報照会者が「市町村長」
のうち、第２欄（事務）が「地方税法その他の地
方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条
例による地方税の賦課徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの」となっているも
の）

【番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条
の表における情報提供の根拠】
○第3欄（情報提供者）が「市町村長」の項のう
ち、第4欄（利用特定個人情報）に「地方税関係
情報」が含まれる項
　
【番号法第19条第8号に基づく主務省令第2条
の表における情報照会の根拠】
○第1欄（情報照会者）が「市町村長」の項のう
ち、第2欄（特定個人情報利用事務）に「地方税
関係情報」が含まれる項

事後
法改正により修正を行った。
記述の修正を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３
再委託
⑦再委託の有無

再委託する 再委託しない 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項２
再委託
⑨再委託事項

業務プログラムを運用するオペレータの一部に
ついて再委託

（削除） 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項２
再委託
⑧再委託の承諾方法

再委託の必要がある場合は、事前に委託先と
協議を行い、再委託の必要性や業務内容、再
委託先のセキュリティ管理体制を確認したうえ
で承諾している。

（削除） 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項２
再委託
⑦再委託の有無　※

再委託する 再委託しない 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項２
⑥委託先名

日本電気株式会社　秋田支店 株式会社秋田電子計算センター 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先１
①法令上の根拠

番号法第19条第7号別表第二（別紙１を参照）
番号法第19条第8号に基づく主務省令　第2条
の表（別紙１を参照）

事後 法改正により修正を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先１

番号法別表第二の第１欄に掲げる者（別紙１を
参照）

番号法第19条第8号に基づく主務省令　第2条
の表第１欄に掲げる者（別紙１を参照）

事後 法改正により修正を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無

［○］提供を行っている　（ 65 ）　件
［○］移転を行っている　（ 18 ）　件
［　 ］行っていいない

［○］提供を行っている　（ 77 ）　件
［○］移転を行っている　（ 20 ）　件
［　 ］行っていいない

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３
再委託
⑨再委託事項

課税資料のデータをパンチ入力するパンチャー
の一部について再委託

（削除） 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項３
再委託
⑧再委託の承諾方法

再委託の必要がある場合は、事前に委託先と
協議を行い、再委託の必要性や業務内容、再
委託先のセキュリティ管理体制を確認したうえ
で承諾している。

（削除） 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１
①法令上の根拠

番号法第9条第2項別表第二および秋田市個人
番号の利用に関する条例（別紙２を参照）

番号法第9条第1項別表および秋田市個人番号
の利用に関する条例（別紙２を参照）

事後 法改正により修正を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１

番号法第9条第2項別表第二および秋田市個人
番号の利用に関する条例に定める者（別紙２を
参照）

番号法第9条第1項別表および秋田市個人番号
の利用に関する条例に定める者（別紙２を参
照）

事後 法改正により修正を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先２
⑥提供方法

［　 ］情報提供ネットワークシステム
［　 ］専用線
［　 ］電子メール
［　 ］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］フラッシュメモリ
［○］紙
［○］その他　（　国税連携　）

［　 ］情報提供ネットワークシステム
［○］専用線
［　 ］電子メール
［　 ］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］フラッシュメモリ
［○］紙
［　 ］その他　（　　　　　）

事後
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先２
①法令上の根拠

番号法第19条第9号、地方税法317条、国税通
則法74条の12第1項

番号法第19条第10号、地方税法317条、国税通
則法74条の12第1項

事後 法改正により修正を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先１
②提供先における用途

番号法別表第二の第２欄に掲げる業務（別紙１
を参照）

番号法第19条第8号に基づく主務省令　第2条
の表第２欄に掲げる業務（別紙１を参照）

事後 法改正により修正を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先２
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

本市で市県民税を課税している対象者およびそ
の被扶養者等で各移転先で必要とする者

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先２
④移転する情報の対象となる
本人の数

［　10万人以上100万人未満　］ （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先２
③移転する情報

市県民税関連情報 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先２
①法令上の根拠

番号法 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先２

市民生活部後期医療保険課 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先３
③移転する情報

市県民税関連情報 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先３
①法令上の根拠

番号法、秋田市個人番号の利用に関する条例 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先３

福祉保健部障がい福祉課 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先２
➆時期・頻度

随時 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先２
⑥移転方法

［○］庁内連携システム
［　 ］専用線
［　 ］電子メール
［　 ］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］フラッシュメモリ
［○］紙
［○］その他　（　本システム　）

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先４
③移転する情報

市県民税関連情報 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先４
②移転先における用途

老人福祉法（第三十八年法律第百三十三号）に
よる福祉の措置又は費用の徴収に関する事務

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先４

福祉保健部長寿福祉課 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先３
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

本市で市県民税を課税している対象者およびそ
の被扶養者等で各移転先で必要とする者

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先３
④移転する情報の対象となる
本人の数

［　10万人以上100万人未満　］ （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先５
③移転する情報

市県民税関連情報 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先５
②移転先における用途

・生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四
号）による保護の決定及び実施、就労支援給付
金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収
金の徴収に関する事務
・生活に困窮する外国人に対する生活保護の
措置に関する事務

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先５

福祉保健部保護第一課・保護第二課 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先４
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

本市で市県民税を課税している対象者およびそ
の被扶養者等で各移転先で必要とする者

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先４
④移転する情報の対象となる
本人の数

［　10万人以上100万人未満　］ （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先６
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

本市で市県民税を課税している対象者およびそ
の被扶養者等で各移転先で必要とする者

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先６
③移転する情報

市県民税関連情報 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先６
②移転先における用途

介護保険法による保険給付の支給または保険
料の徴収に関する事務

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先６

福祉保健部介護保険課 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先５
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

本市で市県民税を課税している対象者およびそ
の被扶養者等で各移転先で必要とする者

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先７
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

本市で市県民税を課税している対象者およびそ
の被扶養者等で各移転先で必要とする者

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先７
④移転する情報の対象となる
本人の数

［　10万人以上100万人未満　］ （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先７
③移転する情報

市県民税関連情報 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先７
②移転先における用途

・福祉医療費受給者証の交付に関する事務委 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先７

子ども未来部子ども総務課 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先８
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

本市で市県民税を課税している対象者およびそ
の被扶養者等で各移転先で必要とする者

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先８
④移転する情報の対象となる
本人の数

［　10万人以上100万人未満　］ （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先８
③移転する情報

市県民税関連情報 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先８
②移転先における用途

・私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関す
る事務
・特定教育・保育施設等利用者負担額の助成に
関する事務

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先８

子ども未来部子ども育成課 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先９
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

本市で市県民税を課税している対象者およびそ
の被扶養者等で各移転先で必要とする者

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先９
④移転する情報の対象となる
本人の数

［　10万人以上100万人未満　］ （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先９
③移転する情報

市県民税関連情報 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先９
②移転先における用途

・小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活
用具の給付に関する事務
・不妊治療に要する費用の助成に関する事務

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先９

子ども未来部子ども健康課 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１０
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

本市で市県民税を課税している対象者およびそ
の被扶養者等で各移転先で必要とする者

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１０
④移転する情報の対象となる
本人の数

［　10万人以上100万人未満　］ （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１０
③移転する情報

市県民税関連情報 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１０
②移転先における用途

・秋田市営住宅条例によるその他市営住宅の
管理に関する事務
・秋田市特定公共賃貸住宅条例によるその他
市営住宅の管理に関する事務

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１０

都市整備部住宅整備課 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１１
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

本市で市県民税を課税している対象者 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１１
④移転する情報の対象となる
本人の数

［　10万人以上100万人未満　］ （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１１
③移転する情報

市県民税関連情報 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１１
①法令上の根拠

番号法第９条第２項、法別表第２の１６項、条例
第４条第３項

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１１

企画財政部納税課 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１２
②移転先における用途

福祉医療費受給資格認定に関する所得調査 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１２
①法令上の根拠

番号法第９条第２項、条例第４条第２項、条例
別表第２の１１項

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１２

市民生活部市民課、福祉保健部障がい福祉
課、子ども総務課

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１１
➆時期・頻度

随時 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１１
⑥移転方法

［　 ］庁内連携システム
［　 ］専用線
［　 ］電子メール
［　 ］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］フラッシュメモリ
［　 ］紙
［○］その他　（　本システム　）

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１２
➆時期・頻度

随時 （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１２
⑥移転方法

［　 ］庁内連携システム
［　 ］専用線
［　 ］電子メール
［　 ］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］フラッシュメモリ
［　 ］紙
［○］その他　（　本システム　）

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１２
⑤移転する情報の対象となる
本人の範囲

本市で市県民税を課税している対象者およびそ
の被扶養者等で各移転先で必要とする者

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１２
④移転する情報の対象となる
本人の数

［　10万人以上100万人未満　］ （削除） 事後 別表作成し、集約を行った。

令和7年7月31日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
移転先１２
③移転する情報

市県民税関連情報（所得額、扶養人数、控除
額）

（削除） 事後 別表作成し、集約を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅱ．６．特定個人情報の保管・
消去
①保管場所

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー・プラットフォームはデータセン
ターに設置しており、データセンターへの入館お
よびサーバー室への入室を厳重に管理する。
②特定個人情報は、サーバー室に設置された
中間サーバーのデータベース内に保存され、
バックアップもデータベース上に保存される。

　
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー･プラットフォームは、政府情報
システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセ
キュリティ対策はクラウドサービス事業者が実
施する。なお、クラウドサービス事業者は、セ
キュリティ管理策が適切に実施されているほ
か、次を満たしている。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受け
ている。
・日本国内でデータを保管している。
②特定個人情報は、クラウドサービス事業者が
保有・管理する環境に構築する中間サーバー
のデータベース内に保存され、バックアップも
データベース上に保存される。

事前
自治体中間サーバー・プラット
フォーム更改に伴う変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅲ．６．情報ネットワークシステ
ムとの接続
リスク４：入手の際に特定個人
情報が漏えい・紛失するリスク
リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー プラットフォームにおける措置
＞
　
①～②略

③中間サーバー プラットフォーム事業者の業
務は、中間サーバー・プラットフォームの運用、
監視・障害対応等であり、業務上、特定個人情
報へはアクセスすることはできない。

＜中間サーバー プラットフォームにおける措置
＞
　
①～②略

③中間サーバー･プラットフォーム事業者の業務
は、中間サーバー・プラットフォームの運用、監
視・障害対応等、クラウドサービス事業者の業
務は、クラウドサービスの提供であり、業務上、
特定個人情報へはアクセスすることはない。

事前
自治体中間サーバー・プラット
フォーム更改に伴う変更

令和7年7月31日

Ⅱ．６．特定個人情報の保管・
消去
③消去方法

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バー・プラットフォームの保守・運用を行う事業
者が特定個人情報を消去することはない。
②ディスク交換やハード更改等の際は、中間
サーバー・プラットフォームの保守・運用を行う
事業者において、保存された情報が読み出しで
きないよう、物理的破壊または専用ソフト等を利
用して完全に消去する。

　
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施されるため、通常、中間サー
バー･プラットフォームの事業者およびクラウド
サービス事業者が特定個人情報を消去すること
はない。
②クラウドサービス事業者が保有・管理する環
境において、障害やメンテナンス等によりディス
クやハード等を交換する際は、クラウドサービス
事業者において、政府情報システムのためのセ
キュリティ評価制度（ISMAP）に準拠したデータ
の暗号化消去および物理的破壊を行う。さら
に、第三者の監査機関が定期的に発行するレ
ポートにより、クラウドサービス事業者におい
て、確実にデータの暗号化消去および物理的破
壊が行われていることを確認する。
③中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、地方公共団体情報システム機構および中
間サーバー・プラットフォームの事業者におい
て、保存された情報が読み出しできないよう、
データセンターに設置しているディスクやハード
等を物理的破壊により完全に消去する。

事前
自治体中間サーバー・プラット
フォーム更改に伴う変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅲ．７．特定個人情報の保管・
消去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー・プラットフォームをデータセン
ターに構築し、設置場所への入退室者管理、有
人監視及び施錠管理をすることとしている。ま
た、設置場所はデータセンター内の専用の領域
とし、他テナントとの混在によるリスクを回避す
る。
②事前に申請し承認されていない物品、記憶媒
体、通信機器などを不正に所持し、持出持込み
することがないよう、警備員などにより確認して
いる。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー･プラットフォームは、政府情報
システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に設置し、設置場所のセ
キュリティ対策はクラウドサービス事業者が実
施する。なお、クラウドサービス事業者は、セ
キュリティ管理策が適切に実施されているほ
か、次を満たしている。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受け
ている。
・日本国内でデータを保管している。

事前
自治体中間サーバー・プラット
フォーム更改に伴う変更

令和7年7月31日

Ⅲ．６．情報ネットワークシステ
ムとの接続
情報提供ネットワークシステム
との接続に伴うその他のリス
ク及びそのリスクに対する措
置

＜中間サーバープラットフォームにおける措置
＞

①～③略

④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが
行うことで、中間サーバー・プラットフォームの保
守・運用を行う事業者における情報漏えい等の
リスクを極小化する。

＜中間サーバープラットフォームにおける措置
＞

①～③略

④特定個人情報の管理を地方公共団体のみが
行うことで、中間サーバー･プラットフォームの事
業者およびクラウドサービス事業者における情
報漏えい等のリスクを極小化する。

事前
自治体中間サーバー・プラット
フォーム更改に伴う変更

令和7年7月31日

Ⅲ．６．情報ネットワークシステ
ムとの接続
リスク６：不適切な方法で提供
されるリスク
リスクに対する措置の内容

＜中間サーバー プラットフォームにおける措置
＞

①～②略

③中間サーバー・プラットフォームの保守・運用
を行う事業者においては、特定個人情報に係る
業務にはアクセスができないよう管理を行い、
不適切な方法での情報提供を行えないよう管理
している。

＜中間サーバー プラットフォームにおける措置
＞

①～②略

③中間サーバー・プラットフォームの事業者およ
びクラウドサービス事業者においては、特定個
人情報に係る業務にはアクセスができないよう
管理を行い、不適切な方法での情報提供を行
えないよう管理している。

事前
自治体中間サーバー・プラット
フォーム更改に伴う変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

Ⅳ　その他のリスク対策
１．監査
②監査
具体的な内容

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞

①略

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞

①略

②政府情報システムのためのセキュリティ評価
制度（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事
業者は、定期的にISMAP監査機関リストに登録
された監査機関による監査を行うこととしてい
る。

事前
自治体中間サーバー・プラット
フォーム更改に伴う変更

令和7年7月31日

Ⅲ．７．特定個人情報の保管・
消去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞

①～③略

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞

①～③略

④中間サーバー・プラットフォームは、政府情報
システムのためのセキュリティ評価制度
（ISMAP）に登録されたクラウドサービス事業者
が保有・管理する環境に設置し、インターネット
とは切り離された閉域ネットワーク環境に構築
する。
⑤中間サーバーのデータベースに保存される特
定個人情報は、中間サーバー・プラットフォーム
の事業者およびクラウドサービス事業者がアク
セスできないよう制御を講じる。
⑥中間サーバーと団体についてはVPN等の技
術を利用し、団体ごとに通信回線を分離すると
ともに、通信を暗号化することで安全性を確保し
ている。
⑦中間サーバー・プラットフォームの移行の際
は、中間サーバー・プラットフォームの事業者に
おいて、移行するデータを暗号化した上で、イン
ターネットを経由しない専用回線を使用し、VPN
等の技術を利用して通信を暗号化することで
データ移行を行う。

事前
自治体中間サーバー・プラット
フォーム更改に伴う変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№１

移転先
企画財政部納税課
企画財政部特別滞納整理課

①法令上の根拠（項番）
法別表第二　27

②移転先における用途
・地方税法その他の地方税に関する法律及びこ
れらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴
収に関する事務であって主務省令で定めるもの

移転先
企画財政部納税課
企画財政部特別滞納整理課
企画財政部資産税課
上下水道局お客様センター

①法令上の根拠（項番）
番号法別表　24

②移転先における用途
・地方税法その他の地方税に関する法律及びこ
れらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林
環境譲与税に関する法律又は特別法人事業税
及び特別法人事業譲与税に関する法律（平成
三十一年法律第四号）による地方税、森林環境
税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地
方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関
する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する
事務であって主務省令で定めるもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年7月31日

（別紙１）　番号法第１９条第８
号に基づく主務省令第２条の
表に定める事務

「行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律第十九条第八号
に基づく利用特定個人情報の提供に関する命
令」に沿った内容に修正

事後
法改正に伴う変更であり、事
前の提出・公表が義務付けら
れていない

令和7年7月31日
Ⅳ　その他のリスク対策
３．その他のリスク対策

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー・プラットフォームを活用するこ
とにより、統一した設備環境による高レベルの
セキュリティ管理（入退室管理等）、ITリテラシー
の高い運用担当者によるセキュリティリスクの
低減、及び技術力の高い運用担当者による均
一的で安定したシステム運用、監視を実現す
る。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞
①中間サーバー・プラットフォームを活用するこ
とにより、政府情報システムのためのセキュリ
ティ評価制度（ISMAP）に登録されたクラウド
サービス事業者による高レベルのセキュリティ
管理（入退室管理等）、ITリテラシーの高い運用
担当者によるセキュリティリスクの低減、及び技
術力の高い運用担当者による均一的で安定し
たシステム運用、監視を実現する。

事前
自治体中間サーバー・プラット
フォーム更改に伴う変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№４

①法令上の根拠（項番）
法別表第二　80

②移転先における用途
・高齢者の医療の確保に関する法律による後期
高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

①法令上の根拠（項番）
番号法別表　85
条例別表第二　8

②移転先における用途
・高齢者の医療の確保に関する法律による後期
高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同
法第百二十五条第一項の高齢者保健事業若し
くは同条第五項の事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定めるもの
・高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年
法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給
又は保険料の徴収に関する事務であって規則
で定めるもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№３

①法令上の根拠（項番）
法別表第二　42,48

②移転先における用途
・国民健康保険法による保険給付の支給又は
保険料の徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの
・国民年金法による年金である給付若しくは一
時金の支給、保険料の納付に関する処分又は
保険料その他徴収金の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

①法令上の根拠（項番）
番号法別表　44.46
条例別表第二　5

②移転先における用途
・国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九
十二号）による保険給付の支給、保険料の徴収
又は保健事業の実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの
・国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一
号）による年金である給付若しくは一時金の支
給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立
の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関
する事項の届出に関する事務であって主務省
令で定めるもの
・国民健康保険法(昭和33年法律第192号)によ
る保険給付の支給又は保健事業の実施に関す
る事務であって規則で定めるもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№２

移転先
市民生活部市民課
福祉保健部障がい福祉課
子ども未来部子ども総務課

移転先
市民生活部市民課
福祉保健部障がい福祉課
子ども未来部子ども福祉課
健康管理課

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№５

①法令上の根拠（項番）
法別表第二　11,20,53,66,67,108
条例別表第二　10

②移転先における用途
・児童福祉法による障害児通所給付費、特例障
害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障
害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談
支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提
供に関する事務であって主務省令で定めるもの
・身体障害者福祉法による障害福祉サービス、
障害者支援施設等への入所等の措置又は費用
の徴収に関する事務であって主務省令で定め
るもの
・知的障害者福祉法による障害福祉サービス、
障害者支援施設等への入所等の措置又は費用
の徴収に関する事務であって主務省令で定め
るもの
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律に
よる特別児童扶養手当の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律に
よる障害児福祉手当若しくは特別障害者手当
又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七
条第一項の福祉手当の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律による自立支援給付の支
給又は地域生活支援事業の実施に関する事務
であって主務省令で定めるもの
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律による地域生活支援事業
の実施に関する事務であって規則で定めるもの

①法令上の根拠（項番）
番号法別表
9.21.51.67.117
条例別表第二　10

②移転先における用途
・児童福祉法による障害児通所給付費、特例障
害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢
体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付
費若しくは特例障害児相談支援給付費の支
給、障害福祉サービスの提供、保育所における
保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの
・身体障害者福祉法による障害福祉サービス、
障害者支援施設等への入所等の措置又は費用
の徴収に関する事務であって主務省令で定め
るもの
・知的障害者福祉法による障害福祉サービス、
障害者支援施設等への入所等の措置又は費用
の徴収に関する事務であって主務省令で定め
るもの
・特別児童扶養手当等の支給に関する法律に
よる障害児福祉手当若しくは特別障害者手当
又は国民年金法等の一部を改正する法律（昭
和六十年法律第三十四号。以下この表におい
て「昭和六十年法律第三十四号」という。）附則
第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する
事務であって主務省令で定めるもの
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律（平成十七年法律第百二
十三号）による自立支援給付の支給又は地域
生活支援事業の実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律による地域生活支援事業
の実施に関する事務であって規則で定めるもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№８

①法令上の根拠（項番）
法別表第二　94

②移転先における用途
・介護保険法による保険給付の支給、地域支援
事業の実施又は保険料の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

①法令上の根拠（項番）
番号法別表　100

②移転先における用途
・介護保険法（平成九年法律第百二十三号）に
よる保険給付の支給、地域支援事業の実施又
は保険料の徴収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№７

①法令上の根拠（項番）
法別表第二　26
条例別表第二　2.11

②移転先における用途
・生活保護法による保護の決定及び実施に関
する事務であって主務省令で定めるもの
・生活に困窮する外国人に対する生活保護の
措置に関する事務であって規則で定めるもの

①法令上の根拠（項番）
番号法別表　23
条例別表第二　2.11

②移転先における用途
・生活保護法による保護の決定及び実施、就労
自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支
給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護
に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関す
る事務であって主務省令で定めるもの
・生活保護法(昭和25年法律第144号)による保
護の決定および実施又は徴収金の徴収に関す
る事務であって規則で定めるもの
・生活に困窮する外国人に対する生活保護の
措置に関する事務であって規則で定めるもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№６

①法令上の根拠（項番）
法別表第二　61,62

②移転先における用途
・老人福祉法による福祉の措置に関する事務で
あって主務省令で定めるもの
・老人福祉法による費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

①法令上の根拠（項番）
番号法別表　61

②移転先における用途
・老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三
号）による福祉の措置又は費用の徴収に関する
事務であって主務省令で定めるもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№９

①法令上の根拠（項番）
法別表第二　108

②移転先における用途
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律による自立支援給付の支
給又は地域生活支援事業の実施に関する事務
であって主務省令で定めるもの

①法令上の根拠（項番）
番号法別表　105.117
条例別表第二　10

②移転先における用途
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律（平成十年法律第百十四号）に
よる入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は
療養費の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律（平成十七年法律第百二
十三号）による自立支援給付の支給又は地域
生活支援事業の実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律による地域生活支援事業
の実施に関する事務であって規則で定めるもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№10

移転先
子ども未来部子ども総務課

①法令上の根拠（項番）
法別表第二　9,16,57,63,64,65,74
条例別表第二　1

②移転先における用途
・児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費
の支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの
・児童福祉法による負担能力の認定又は費用
の徴収に関する事務であって主務省令で定め
るもの
・児童扶養手当法による児童扶養手当の支給
に関する事務であって主務省令で定めるもの
・母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還
未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務
であって主務省令で定めるもの
・母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶
者のない者で現に児童を扶養しているもの又は
寡婦についての便宜の供与に関する事務で
あって主務省令で定めるもの
・母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付
金の支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの
・児童手当法による児童手当又は特例給付の
支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の
・児童福祉法による助産施設における助産の実
施又は母子生活支援施設における保護の実施
に関する事務であって規則で定めるもの

移転先
子ども未来部子ども福祉課

①法令上の根拠（項番）
番号法別表　56.64.65.81
条例別表第二　1.14

②移転先における用途
・児童手当法による児童手当の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの
・児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百
三十八号）による児童扶養手当の支給に関する
事務であって主務省令で定めるもの
・母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶
者のない者で現に児童を扶養しているもの又は
寡婦についての便宜の供与に関する事務で
あって主務省令で定めるもの
・母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付
金の支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの
・児童福祉法による助産施設における助産の実
施又は母子生活支援施設における保護の実施
に関する事務であって規則で定めるもの
・児童福祉法による子育て短期支援事業に関す
る事務であって規則で定めるもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№12

①法令上の根拠（項番）
法別表第二　9,70
条例別表第二　17,18

②移転先における用途
・児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費
の支給に関する事務であって主務省令で定め
るもの
・母子保健法による費用の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの
・小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活
用具の給付に関する事務であって規則で定め
るもの
・不妊治療に要する費用の助成に関する事務で
あって規則で定めるもの

①法令上の根拠（項番）
番号法別表　70
条例別表第二　17

②移転先における用途
・母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）
による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指
導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交
付、妊産婦の訪問指導、産後ケア事業の実施、
低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医
療の給付若しくは養育医療に要する費用の支
給、費用の徴収又はこども家庭センターの事業
の実施に関する事務であって主務省令で定め
るもの
・小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活
用具の給付に関する事務であって規則で定め
るもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№11

①法令上の根拠（項番）
法別表第二　16
条例別表第二
14,15,16

②移転先における用途
・児童福祉法による負担能力の認定又は費用
の徴収に関する事務であって主務省令で定め
るもの
・児童福祉法による子育て短期支援事業に関す
る事務であって規則で定めるもの
・私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関す
る事務であって規則で定めるもの
・特定教育・保育施設等利用者負担額の助成に
関する事務であって規則で定めるもの

①法令上の根拠（項番）
番号法別表　127
条例別表第二　16

②移転先における用途
・子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第
六十五号）による妊婦のための支援給付、子ど
ものための教育・保育給付若しくは子育てのた
めの施設等利用給付の支給又は地域子ども・
子育て支援事業の実施に関する事務であって
主務省令で定めるもの
・特定教育・保育施設等利用者負担額の助成に
関する事務であって規則で定めるもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№14

（追加）

移転先
子ども未来部子ども家庭センター子育て相談支
援課

①法令上の根拠（項番）
条例別表第二　14

②移転先における用途
・児童福祉法による子育て短期支援事業に関す
る事務であって規則で定めるもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№13

移転先
都市整備部住宅整備課

①法令上の根拠（項番）
法別表第二　31
条例別表第二　19,20

②移転先における用途
・公営住宅法による公営住宅の管理に関する事
務であって主務省令で定めるもの
・秋田市営住宅条例によるその他市営住宅の
管理に関する事務であって規則で定めるもの
・秋田市特定公共賃貸住宅条例による単身特
定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって
規則で定めるもの

移転先
都市整備部住宅政策課

①法令上の根拠（項番）
番号法別表　27
条例別表第二　19,20

②移転先における用途
・公営住宅法による公営住宅（同法第二条第二
号に規定する公営住宅をいう。）の管理に関す
る事務であって主務省令で定めるもの
・秋田市営住宅条例によるその他市営住宅の
管理に関する事務であって規則で定めるもの
・秋田市特定公共賃貸住宅条例による単身特
定公共賃貸住宅の管理に関する事務であって
規則で定めるもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日
表紙　個人のプライバシー等
の権利利益の保護の宣言

秋田市は、個人市・県民税の課税における特定
個人情報ファイルの取り扱いにあたり、特定個
人情報ファイルの取り扱いが個人のプライバ
シー等の権利利益に影響を及ぼしかねないこと
を理解し、特定個人情報の漏えいその他の事
態を発生させるリスクを軽減させるために適切
な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の
権利利益の保護に取り組んでいることを宣言す
る。

秋田市は、個人市・県民税および森林環境税の
課税における特定個人情報ファイルの取り扱い
にあたり、特定個人情報ファイルの取り扱いが
個人のプライバシー等の権利利益に影響を及
ぼしかねないことを理解し、特定個人情報の漏
えいその他の事態を発生させるリスクを軽減さ
せるために適切な措置を講じ、もって個人のプ
ライバシー等の権利利益の保護に取り組んでい
ることを宣言する。

事前 記述の修正を行った。

令和7年9月30日 表紙　評価書名
個人市・県民税の課税に関する事務　全項目評
価書

個人市・県民税および森林環境税の課税に関
する事務　全項目評価書

事前 記述の修正を行った。

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№16

（追加）

移転先
福祉保健部福祉総務課

①法令上の根拠（項番）
番号法別表　135

②移転先における用途
・公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施の
ための預貯金口座の登録等に関する法律によ
る特定公的給付の支給を実施するための基礎
とする情報の管理に関する事務であって主務省
令で定めるもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年7月31日

（別紙２）　番号法別表に定ま
る事務および番号法第９条第
２項に基づく条例に定める事
務一覧
移転先№15

（追加）

移転先
子ども未来部子ども総務課

①法令上の根拠（項番）
条例別表第二　15

②移転先における用途
・結婚に伴う生活の支援に係る補助金の交付に
関する事務であって規則で定めるもの

事後
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

【概要】
・地方税法および秋田市市税条例等に基づき、
市民から本市もしくは税務署に提出された申告
書、事業所・年金保険者から提出された支払報
告書、他市区町村から回送された課税資料等を
基に市民税・県民税額を計算し、賦課決定・更
正する。
・納税義務者からの申請に基づき、課税情報か
ら課税証明書・所得証明書を発行する。また、
行政手続における特定個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」）
による情報連携に対応する。
【処理の流れ】
①住民記録台帳から世帯情報を取り込み、賦
課期日の１月１日時点の台帳を作成する。
②市民、税務署、事業所、年金保険者および他
市区町村から給与支払報告書、公的年金等支
払報告書、確定申告書、市・県民税申告書、ワ
ンストップ特例通知等の課税資料を取得する。
　確定申告書は、通常、税務署に申告された確
定申告書を国税連携システムによりデータで入
手する。
　電子化された給与支払報告書・公的年金等支
払報告書、ワンストップ特例通知は、eLTAXシス
テムを通してデータとして取得する。
　本市の申告支援システムで受付した確定申告
書および市・県民税申告書は、データとして取
得する。
③紙媒体で取得した給与支払報告書、市・県民
税申告書等の課税資料を委託業者がパンチし
電子データ化する。
④電子データを、個人住民税システム
（COKAS-i）に取り込む。
⑤賦課に必要な情報（生活保護・障害手帳等
級）を照会し、取得する。

【概要】
・地方税法、森林環境税及び森林環境譲与税
に関する法律および秋田市市税条例等に基づ
き、市民から本市もしくは税務署に提出された
申告書、事業所・年金保険者から提出された支
払報告書、他市区町村から回送された課税資
料等を基に市民税・県民税額を計算し、賦課決
定・更正する。
・納税義務者等からの申請に基づき、課税情報
から所得・課税証明書を発行する。また、行政
手続における特定個人を識別するための番号
の利用等に関する法律（以下、「番号法」）によ
る情報連携に対応する。
【処理の流れ】
①住民記録台帳から世帯情報を取り込み、賦
課期日（１月１日）時点の課税台帳を作成する。
②市民、税務署、事業所、年金保険者および他
市区町村から給与支払報告書、公的年金等支
払報告書、確定申告書、市・県民税申告書、ワ
ンストップ特例通知等の課税資料を取得する。
　確定申告書は、通常、税務署に申告された確
定申告書を国税連携システムにより電子データ
で取得する。
　電子化された給与支払報告書・公的年金等支
払報告書、ワンストップ特例通知は、eLTAXシス
テムにより電子データで取得する。
　本市の申告支援システムで受付した確定申告
書および市・県民税申告書は、データとして取
得する。
　紙媒体で取得した給与支払報告書、公的年金
等支払報告書および市・県民税申告書等の課
税資料は、委託業者のパンチ処理により電子
データを取得する。
➂課税資料を個人住民税システム（COKAS-i)
に取り込む。
④課税に必要な情報（生活保護）を本市所管課
へ照会・取得し、個人住民税システム（COKAS-

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
①事務の名称

個人市・県民税課税のに関する事務
個人市・県民税および森林環境税の課税に関
する事務

事前 記述の修正を行った。

令和7年9月30日 表紙　公表日 2022/3/31 2025/9/30 事前 以下の修正が生じたため

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
１．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務
②事務の内容

事前 記述の修正を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

級）を照会し、取得する。
⑥課税資料を①の台帳と照合する。賦課期日
時点で本市内に住民登録が無い者の住民登録
地等の基本４情報（氏名 性別 生年月日 住
所）を住基ネット経由で取得し、本市に課税権が
ある場合は、住民登録地の市区町村に地方税
法第294条第3項の規定に基づき通知する。本
市に課税権がない場合には、当該市区町村へ
課税資料を回送する。
⑦同一納税義務者に課税資料が複数提出され
ている場合は、集計内容を確認・修正する（合
算処理）。
⑧賦課情報を作成する。
⑨特別徴収義務者に対し、税額決定通知書を
送付する。給与に係る特別徴収納税義務者に
対しては、特別徴収義務者を通じて税額決定通
知書を送付する。
⑩普通徴収納税義務者および年金に係る特別
徴収納税義務者に対し、税額決定通知書を印
刷し送付する。
⑪作成した賦課情報を中間サーバーに登録し、
情報提供ネットワークシステムを利用した地方
税関係情報の照会に対応する。
⑫賦課情報に基づき、申請に応じて所得・課税
証明書または非課税証明書を発行する。
⑬納税義務者から修正申告等がなされた場合
には、課税情報を変更し、税額変更通知書を送
付する。
⑭特別徴収納税義務者が退職した場合等に
は、特別徴収義務者から異動届出書の提出を
受けて異動処理を行い、特別徴収義務者に対
し税額変更通知書を送付する。異動処理により
普通徴収分の税額が発生する場合には、納税
義務者に対し納税通知書を送付する。
⑮扶養控除の対象となっている者について扶養
要件を満たしているか照会し、要件に合致しな
い場合是正等を行う。賦課期日時点他市区町
村内に住所を有する被扶養者は、当該市区町
村に対し、所得照会を行い、扶養要件を確認す
る。
⑯申告のない者あるいは課税資料のない者の
うち、所得があると思われる者に申告書・通知を
送付して申告を促す。

へ照会・取得し、個人住民税システム（COKAS-
i)に取り込む。
⑤課税資料を①の台帳と照合する。賦課期日
時点で本市内に住民登録が無い者の住民登録
地等の基本４情報(氏名･性別･生年月日･住所)
を住基ネット経由で取得し、本市に課税権があ
る場合は、住民登録地の市区町村に地方税法
第294条第3項の規定に基づき通知する。本市
に課税権がない場合には、当該市区町村へ課
税資料を回送する。
⑥同一納税義務者に複数の課税資料がある場
合は、集計内容を確認・修正する（合算処理）。
➆賦課情報を作成する（税額計算）。
⑧特別徴収義務者に対し、税額決定通知書（特
別徴収義務者用）等を送付する。給与所得等に
係る特別徴収納税義務者に対しては、特別徴
収義務者を通じて税額決定通知書（納税義務
者用）等を送付する。
⑨普通徴収の納税義務者および年金に係る特
別徴収納税義務者に対し、納税通知書（決定通
知書）等を送付する。
⑩作成した賦課情報を中間サーバーに登録し、
情報提供ネットワークシステムを利用した地方
税関係情報の照会に対応する。
⑪賦課情報に基づき、納税義務者等からの請
求に対し所得・課税証明書を発行する。
⑫納税義務者等から修正申告等がなされた場
合には、賦課情報を変更し、納税通知書（変更
通知書）を送付する。
⑬特別徴収の納税義務者が退職した場合等に
は、特別徴収義務者から異動届出書の提出を
受けて異動処理を行い、特別徴収義務者に対
し税額変更通知書（特別徴収義務者用）を送付
する。異動処理により普通徴収分の税額が発
生する場合には、納税義務者に対し納税通知
書を送付する。
⑭扶養控除の対象となっている者について扶養
要件を満たしているか確認し、要件に合致しな
い場合は是正を行う。賦課期日時点で他市区
町村内に住所を有する被扶養者は、当該市区
町村に対し所得照会を行い、扶養要件を確認す
る。
⑮申告あるいは課税資料のない者のうち、所得



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１
②システムの機能

【概要】
個人住民税システムは、個人市・県民税の賦
課・更正を行う基幹となっているシステムであ
る。
【内容】
①課税対象者の管理
住民記録システムを基に、１月１日時点本市在
住の課税対象者の台帳を作成する。
②賦課決定および賦課更正処理
　・課税額・徴収区分を決定する。
　・特別徴収義務者からの異動届出書を基に徴
収区分の変更を行う。
　・当初賦課時および税額の変更もしくは徴収
区分の変更が発生した場合に処理を行い、普
通徴収納税義務者宛の納税通知書または特別
徴収義務者および特別徴収納税義務者宛の税
額決定通知書の出力を行う。
　・税額の変更や徴収区分の変更が発生した場
合に税額変更処理を行い、税額変更通知書を
出力する。
③課税情報参照・データ作成
　・賦課決定・更正情報を基に、中間サーバー
向け・年金特別徴収用・他課システム用の連携
ファイルを作成する。
　・税務調査等の課税対象者の抽出を行う。

④～⑥略

　個人住民税システムは、個人市・県民税およ
び森林環境税の賦課・更正を行う基幹となって
いるシステムである。
【主な機能】
①課税対象者の管理
　・住民記録システムを基に、１月１日時点本市
在住の課税対象者の課税台帳を作成する。
②賦課決定および賦課更正処理
　・課税額・徴収区分を決定する。
　・特別徴収義務者からの異動届出書を基に徴
収区分を変更する。
　・当初賦課時に賦課決定を行い、普通徴収納
税義務者宛の納税通知書、特別徴収義務者お
よび特別徴収納税義務者宛の税額決定通知書
を出力する。
　・税額や徴収区分の変更が発生した場合に賦
課更正を行い、税額変更通知書を出力する。
③課税情報参照・データ作成
　・賦課決定・更正情報を基に、中間サーバー
用・年金特別徴収用・他課システム用の連携
ファイルを作成する。
　・税務調査等の課税対象者を抽出する。

④～⑥略

事前 記述の修正を行った。

⑰各種調査を行い、賦課に反映させる。
⑱給与支払報告書の提出がないと思われる事
業所について、提出漏れがないか確認し、提出
を促す。
⑲生活保護法により扶助を受ける場合など、減
免事由に該当する場合は減免申請書を受付け
減免を行う。

があると思われる者に通知および申告書を送
付して申告を促す。
⑯各種調査を行い、賦課状況に反映させる。
⑰給与支払報告書の提出がないと思われる事
業所に提出漏れがないか確認し、提出を促す。
⑱生活保護法による扶助を受ける場合など、減
免・免除事由に該当する者からの減免・免除申
請書を受付け、減免・免除を行う。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム２
②システムの機能

所得税の確定申告書等に係るデータ（国税連携
データ：所得税確定申告書等データ、法定調書
データ、扶養是正情報等データ）を、国税庁から
地方税共同機構を経由して連携する。個人住
民税システム（COKAS-i）との直接回線の連携
はない。
以下のような機能がある。
　・受信データの管理、検索、帳票表示、印刷
　・確定申告データ（e-TAXデータ、ＫＳＫデータ）
のダウンロード
　・確定申告イメージデータ（ＫＳＫイメージデー
タ）のダウンロード
　・確定申告データの検索、印刷、ＸＭＬファイル
のＣＳＶ変換
　・団体間回送機能

　国税連携システムは、所得税の確定申告書等
に係るデータ（国税連携データ：所得税確定申
告書等データ、法定調書データ、扶養是正情報
等データ）を、国税庁から地方税共同機構を経
由して連携するシステムである。個人住民税シ
ステム（COKAS-i）との直接回線の連携はない。
 【主な機能】
　・受信データの管理、検索、帳票表示、印刷
　・確定申告データ（e-TAXデータ、ＫＳＫデータ）
のダウンロード
　・確定申告イメージデータ（ＫＳＫイメージデー
タ）のダウンロード
　・確定申告データの検索、印刷、ＸＭＬファイル
のＣＳＶ変換
　・団体間回送機能

事前 記述の修正を行った。

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム１
③他のシステムとの接続

［○］情報提供ネットワークシステム
［○］庁内連携システム
［　 ］住民基本台帳ネットワークシステム
［○］既存住民基本台帳システム
［　 ］宛名システム等
［　 ］税務システム
［　 ］その他　（　　　　　）

［○］情報提供ネットワークシステム
［○］庁内連携システム
［　 ］住民基本台帳ネットワークシステム
［　 ］既存住民基本台帳システム
［○］宛名システム等
［　 ］税務システム
［○］その他　（国民年金システム、国民健康保
険システム、介護保険システム、後期高齢者医
療システム、障害者福祉システム、児童福祉シ
ステム、児童手当システム、生活保護システ
ム、子ども・子育て支援システム、乳幼児医療
助成システム、老年者福祉システム、住宅管理
システム、収納管理システム）

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム４
②システムの機能

中間サーバーは、情報提供ネットワークシステ
ム間のデータ受け渡しをすることで、符号の取
得や他情報保有機関間の特定個人情報照会・
提供の機能を有する。
①符号の管理
　情報照会、情報提供に用いる個人の識別子で
ある「符号」と、情報保有機関内で個人を特定す
るために利用する内部番号とを紐付け、その情
報を保管・管理する。
②情報照会
　情報提供ネットワークシステムを介して、特定
個人情報（連携対象)の情報照会、および情報
提供受領（照会した情報の受領）を行う。
③情報提供
　情報提供ネットワークシステムを介して、情報
照会要求の受領、および当該特定個人情報（連
携対象）の提供を行う。

④～⑩略

　中間サーバーは、情報提供ネットワークシステ
ム間のデータ受け渡しをすることで、符号の取
得や他情報保有機関間の特定個人情報照会・
提供の機能を有するシステムである。
【主な機能】
①符号の管理
　・情報照会、情報提供に用いる個人の識別子
である「符号」と、情報保有機関内で個人を特定
するために利用する内部番号とを紐付け、その
情報を保管・管理する。
②情報照会
　・情報提供ネットワークシステムを介して、特
定個人情報（連携対象）の照会、および照会し
て提供を受けた情報の受領を行う。
③情報提供
　・情報提供ネットワークシステムを介して、特
定個人情報（連携対象）の情報照会の受領、お
よび照会された情報の提供を行う。

④～⑩略

事前 記述の修正を行った。

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム３
②システムの機能

eLTAXは地方税における電子申告、電子申請・
届出に係るデータを、一般社団法人地方税共
同機構を通じて各自治体に送信するシステム。
本市では、受信サーバの機能を利用し、受信
データの管理、検索、帳票表示、印刷、ダウン
ロード等を行っている。個人住民税システム
（COKAS-i）との直接回線の連携はない。
　・給与支払報告書・公的年金等支払報告書・
給与所得者異動届出書等のダウンロード
　・特別徴収税額通知データの送信機能
　・申告データ審査・照会機能
　・申請・届出データ審査・照会機能

　eLTAXは、地方税における電子申告、電子申
請・届出に係るデータを、一般社団法人地方税
共同機構を通じて各自治体に送信するシステム
である。個人住民税システム（COKAS-i）との直
接回線の連携はない。
　本市では、受信サーバの機能を利用し、受信
データの管理、検索、帳票表示、印刷、ダウン
ロード等を行っている。
【主な機能】
　・給与支払報告書・公的年金等支払報告書・
給与所得者異動届出書等のダウンロード
　・特別徴収税額通知データの送信機能
　・申告データ審査・照会機能
　・申請・届出データ審査・照会機能

事前 記述の修正を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム５
③他のシステムとの接続

［　 ］情報提供ネットワークシステム
［　 ］庁内連携システム
［　 ］住民基本台帳ネットワークシステム
［○］既存住民基本台帳システム
［　 ］宛名システム等
［○］税務システム
［　 ］その他　（　　　　　）

［　 ］情報提供ネットワークシステム
［　 ］庁内連携システム
［　 ］住民基本台帳ネットワークシステム
［○］既存住民基本台帳システム
［　 ］宛名システム等
［○］税務システム
［○］その他　（　中間サーバー　）

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム５
②システムの機能

中間サーバーコネクタは以下の管理と連携機能
を持つものである。
①団体内統合宛名番号の管理
・団体内統合宛名番号の付番を行うとともに、団
体内統合宛名番号と既存業務システムの宛名
番号を紐付けて管理する。
②宛名情報の管理
・４情報（氏名、性別、生年月日、住所）を団体
内統合宛名番号に紐付けて管理する。
③中間サーバーとの連携
・中間サーバーとのオンラインデータ連係、オフ
ラインデータ連係用の媒体作成を行う。

中間サーバーコネクタは、以下の管理と連携機
能を持つシステムである。
【主な管理と連携機能】
①団体内統合宛名番号の管理
　・団体内統合宛名番号の付番を行うとともに、
団体内統合宛名番号と既存業務システムの宛
名番号を紐付けて管理する。
②宛名情報の管理
　・４情報（氏名、性別、生年月日、住所）等を団
体内統合宛名番号に紐付けて管理する。
③中間サーバーとの連携
　・中間サーバーとのオンラインデータ連携、オ
フラインデータ連携用の媒体作成を行う。

事前 記述の修正を行った。

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム４
③他のシステムとの接続

［○］情報提供ネットワークシステム
［　 ］庁内連携システム
［　 ］住民基本台帳ネットワークシステム
［○］既存住民基本台帳システム
［　 ］宛名システム等
［○］税務システム
［　 ］その他　（　　　　　）

［○］情報提供ネットワークシステム
［　 ］庁内連携システム
［　 ］住民基本台帳ネットワークシステム
［○］既存住民基本台帳システム
［○］宛名システム等
［○］税務システム
［　 ］その他　（　　　　　）

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム７
②システムの機能

　市・県民税申告書、確定申告書、給与支払報
告書、公的年金等支払報告書等の課税資料を
イメージデータ化して保存し、内容を確認するた
めに使用する。

　課税資料イメージファイリングシステムは、市・
県民税申告書、確定申告書、給与支払報告書、
公的年金等支払報告書等の課税資料をイメー
ジデータ化して保存し、内容を確認するために
使用するシステムである。

事前 記述の修正を行った。

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム６
②システムの機能

①証明書データ作成機能
　個人番号カードを使用して、多機能端末機か
ら証明書データを作成する。
②個人住民税システム（COKAS-i）との情報連
携機能
　課税データの異動時に、個人住民税システム
（COKAS-i）の副本DBから異動情報を受信す
る。

証明書発行システムは、以下の機能を持つシス
テムである。
【主な機能】
①証明書データ作成機能
　・個人番号カードを使用して、多機能端末機か
ら証明書データを作成する。
②個人住民税システム（COKAS-i）との情報連
携機能
　・課税データの異動時に、個人住民税システ
ム（COKAS-i）の副本DBから異動情報を受信す
る。

事前 記述の修正を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日
Ⅰ　基本情報
３．特定個人情報ファイル名

個人住民税システムファイル（課税対象者ファイ
ル、課税資料ファイル、課税台帳情報ファイル）

個人住民税システムファイル（１．課税対象者情
報ファイル　２．課税資料ファイル　３．課税台帳
情報ファイル）

事前 記述の修正を行った。

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
２．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務において使用する
システム
システム８
②システムの機能

・データ取込　eLTAX端末からダウンロードした
確定申告書データの取り込みを行う。
・データ仕訳　取り込んだ申告書データの仕訳・
分類を行い、資料番号の付番等を行う。
・個人特定　ホストから取り込んだ課税対象者マ
スタを使って、確定申告書データの個人特定処
理、他市区町村への回送処理を行う。
・確定申告データの補筆入力　取り込んだ確定
申告書データに対して、住民税課税に必要な補
筆入力を行う。
・エラーチェック　確定申告書データの整合性を
税法に従ってチェックする。
・ホスト連携データ作成　ホスト個人住民税シス
テム向けの連携データを作成する。
・他市回送データ作成　課税資料が他市区町村
の住民の場合、他市区町村に回送するデータを
作成する。

　申告支援システムは、以下の機能を持つシス
テムである。
【主な機能】
➀データ取込機能
　・eLTAX端末からダウンロードした確定申告書
データの取り込みを行う。
　・対象年度の入力処理を行うための宛名情報
の取り込みを行う。
　・給与支払報告書情報、年金支払報告書情報
の取り込みを行う。
　・国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者
医療保険料の収納情報の取り込みを行う。
②データ仕訳機能
　・取り込んだ申告書データの仕訳・分類を行
い、資料番号の付番等を行う。
➂個人特定機能
　・ホストから取り込んだ課税対象者マスタを
使って、確定申告書データの個人特定処理、他
市区町村への回送処理を行う。
④確定申告データの補筆入力機能
　・取り込んだ確定申告書データに対して、住民
税課税に必要な補筆入力を行う。
⑤申告情報入力機能
　・申告内容に基づき所得情報や控除情報を入
力し、確定申告書または住民税申告書の作成
を行う。
⑥エラーチェック機能
　・確定申告書データの整合性を税法に従って
チェックする。
➆ホスト連携データ作成機能
　・ホスト個人住民税システム向けの連携データ
を作成する。
⑧他市回送データ作成機能
　・課税資料が他市区町村の住民の場合、他市
区町村に回送するデータを作成する。

事前 記述の修正を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
２．基本情報
④記録される項目
その妥当性

・個人番号：課税資料から対象者の個人を正確
に特定するため。
・その他識別情報（内部番号）：対象者の正確な
特定のため。
・４情報：通知書等の送付先として使用するた
め。
・連絡先（電話番号等）：本人への連絡などに使
用するため。
・その他住民票関係情報：課税対象者の賦課期
日時点の世帯情報を把握するため。

以下略

・個人番号：課税資料から対象者を正確に特定
するため。
・その他識別情報（内部番号）：独自の識別番号
（宛名番号）を保有することで個人を一意に識別
するため。
・４情報：賦課期日時点の氏名、住所等を管理
および通知書等の送付先として使用するため。
・連絡先（電話番号等）：本人への連絡などに使
用するため。
・その他住民票関係情報：課税対象者と配偶者
および扶養者との関係を把握するため。

以下略

事前 記述の修正を行った。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
２．基本情報
③対象となる本人の範囲　※

①～②略

③本市内に事務所もしくは家屋敷を有する個人
のうち本市内に住所を有しない者で、所得に係
る課税資料（確定申告書、市・県民税申告書、
給与支払報告書、公的年金等支払報告書等）
の提出があった者およびその扶養親族

①～②略

③本市内に事務所、事業所もしくは家屋敷を有
する個人のうち本市内に住所を有しない者で、
所得に係る課税資料（確定申告書、市・県民税
申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報
告書等）の提出があった者およびその扶養親族

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
１．特定個人情報ファイル名

個人住民税システムファイル（課税対象者ファイ
ル、課税資料ファイル、課税台帳情報ファイル）

個人住民税システムファイル（１．課税対象者情
報ファイル　２．課税資料ファイル　３．課税台帳
情報ファイル）

事前 記述の修正を行った。

令和7年9月30日

Ⅰ　基本情報
４．特定個人情報ファイルを取
り扱う理由
①実務実施上の必要性

市・県民税の課税にあたり、本市で課税すべき
対象者の情報を適正かつ効率的に把握するた
め。

個人番号を利用して給与支払報告書等と申告
書との名寄せをより正確かつ効率的に行うこと
により、個人市・県民税および森林環境税の課
税を適正かつ効率的に行うため。

事前 記述の修正を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑦使用の主体
使用部署　※

企画財政部市民税課、市民生活部西部・北部・
河辺・雄和・南部・駅東市民サービスセンター

企画財政部市民税課、市民生活部西部・北部・
河辺・雄和・南部市民サービスセンターおよび
駅東サービスセンター

事前 記述の修正を行った。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑥使用目的　※

・本市の課税対象者に対し、課税の根拠となる
課税資料を基に適正な市・県民税の賦課を行う
ために使用する。
・納税者が申告書を提出する際、身分証明書の
確認が省略できる等の納税者の利便性向上の
ためにも利用する。

・本市の課税対象者に対し、課税の根拠となる
課税資料を基に適正な市・県民税の賦課を行う
ために使用する。

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
①入手元　※

［○］本人又は本人の代理人
［○］評価実施機関内の他部署　（保護第一・二
課、障がい福祉課）
［○］行政機関・独立行政法人等　（国税庁、日
本年金機構）
［○］地方公共団体・地方独立行政法人　（各市
区町村）
［○］民間事業者　（給与支払者、年金支払者
（日本年金機構以外））
［　 ］その他　（　　　　　）

［○］本人又は本人の代理人
［○］評価実施機関内の他部署　（市民課、保護
第一・二課、障がい福祉課）
［○］行政機関・独立行政法人等　（国税庁、日
本年金機構）
［○］地方公共団体・地方独立行政法人　（各市
区町村）
［○］民間事業者　（給与支払者、年金支払者
（日本年金機構以外））
［　 ］その他　（　　　　　）

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法　※

・確定申告書、市・県民税申告書、給与支払報
告書、公的年金等支払報告書に記載された個
人番号を取得する。本市の住民と合致しない場
合は、他市区町村または本市で課税するため
に活用する。
・本市に住民票がない者に対して課税を行う場
合に、住所地市区町村に送付する地方税法第
２９４条第３項に基づく通知（住登外課税通知）
に個人番号を記載する。
・課税資料合算時に同一人の資料が複数存在
する場合、個人番号を名寄せの判断に利用す
る。
・特別徴収義務者に対し、税額決定通知書を送
付する。給与に係る特別徴収納税義務者に対
しては、特別徴収義務者を通じて税額決定通知
書を送付する。
・普通徴収納税義務者および年金に係る特別
徴収納税義務者に対し、税額決定通知書を送
付する。
・本市以外の市区町村に在住する控除対象配
偶者や扶養親族について、控除の要件を満た
すか否かの問い合わせに宛名番号から情報提
供ネットワークシステムを利用する。
・所得照会やコンビニからの所得証明書請求に
対応できるよう、副本データを作成する。
・市民から課税・所得証明の請求があった場合
に証明書を発行する。

Ⅰ 課税対象者および被扶養者の管理
・課税対象者および被扶養者情報を登録する。
Ⅱ 申告書受付事務
・住民票情報、国民健康保険、介護保険、後期
高齢者医療保険情報から社会保険料控除の額
を確認する。
Ⅲ 当初賦課決定・通知に関する事務
・確定申告書、市・県民税申告書、給与支払報
告書、公的年金等支払報告書等から取得した
情報を登録し、課税対象者の情報に紐づける。
・紐づけた課税資料を合算し、賦課情報を作成
する。
・他市町村で個人の市・県民税、森林環境税が
賦課されることが判明したものは、資料回送す
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・本
市に住民票がない者に対して課税を行う場合
に、住所地市区町村に地方税法第２９４条第３
項に基づく通知（住登外課税通知）を送付する。
・生活保護関係情報、障害者関係情報により、
非課税、控除の判定を行う。
・課税対象者本人、特別徴収義務者（事業所）、
年金保険者へ税額を通知する。
Ⅳ 当初賦課決定後の事務
・課税資料に修正があった場合は、随時賦課情
報を修正し、税額変更を通知する。
・遠隔地扶養者の地方税情報を調査し、必要に
応じて賦課情報を修正、通知する。
Ⅴ 証明書発行事務
・市民からの請求に基づき所得・課税証明書等
を発行する。

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先４
⑥提供方法

［　 ］情報提供ネットワークシステム
［　 ］専用線
［　 ］電子メール
［　 ］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］フラッシュメモリ
［○］紙
［○］その他　（　eLTAX　）

［　 ］情報提供ネットワークシステム
［○］専用線
［　 ］電子メール
［　 ］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］フラッシュメモリ
［○］紙
［　 ］その他　（　　　　　）

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
委託事項１
⑥委託先名

日本電気株式会社　秋田支店
日本電気株式会社　秋田支店
標準化後　日本電気株式会社　東北支社

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法　※
権利利益に影響を与え得る決
定　※

・申告内容の正当性を確認し、個人住民税額を
決定する。
・生活保護や障害等の理由による減免決定を
行う。

・申告内容の正当性を確認し、個人住民税額を
決定する。
・生活保護や障害等の理由による減免・免除決
定を行う。

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
３．特定個人情報の入手・使
用
⑧使用方法　※
情報の突合　※

①課税対象者情報と電子データ化した申告等
情報を突合する。
②非課税の判定のため、課税対象者情報と生
活保護情報・障害者情報を突合する。

・個人を正確に特定するため、独自の識別番号
（宛名番号）、５情報や個人番号を用いて突合
し、課税対象者情報の正確性を担保する。
・各課税資料の情報と課税対象者情報を突合
し、個人特定を行う。【上記Ⅲ】
・住民票情報と生活保護関係情報、障害者関係
情報を突合し、非課税者、控除額を確認する。
【上記Ⅲ】
・課税対象者情報の扶養控除情報と他市町村
の地方税情報を突合し、控除の正当性を確認
する。【上記Ⅲ、Ⅳ】
・住民票情報と賦課情報を突合し、税額通知に
係るデータ作成を行う。【上記Ⅲ】

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先７
④提供する情報の対象となる
本人の数

［　10万人以上100万人未満　］ （削除） 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先７

納税義務者 （削除） 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先６
⑥提供方法

［　 ］情報提供ネットワークシステム
［　 ］専用線
［　 ］電子メール
［　 ］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］フラッシュメモリ
［　 ］紙
［○］その他　（　ＬＧＷＡＮ　）

［　 ］情報提供ネットワークシステム
［○］専用線
［　 ］電子メール
［　 ］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］フラッシュメモリ
［　 ］紙
［　 ］その他　（　　　　　）

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先６
①法令上の根拠

番号法第19条第9号、地方税法第294条第3項、
番号法施行令第21号

番号法第19条第10号、地方税法第294条第3
項、番号法施行令第21号

事前 法改正により修正を行った。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先５
⑥提供方法

［　 ］情報提供ネットワークシステム
［　 ］専用線
［　 ］電子メール
［　 ］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］フラッシュメモリ
［　 ］紙
［○］その他　（　eLTAX　）

［　 ］情報提供ネットワークシステム
［○］専用線
［　 ］電子メール
［　 ］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］フラッシュメモリ
［　 ］紙
［　 ］その他　（　　　　　）

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先８
①法令上の根拠

（追加） 番号法第19条第9号 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先８

（追加）
番号法第9条第2項に基づく条例を規定し、個人
情報保護委員会に情報連携を認められた地方
自治体の長

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先７
➆時期・頻度

特別徴収：通常5月、普通徴収：通常6月。税額
変更や徴収方法の変更で随時

（削除） 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先７
⑥提供方法

［　 ］情報提供ネットワークシステム
［　 ］専用線
［　 ］電子メール
［　 ］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］フラッシュメモリ
［○］紙
［　 ］その他　（　　　　　）

（削除） 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先７
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

本市で課税となる者 （削除） 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先８
⑥提供方法

（追加）

［○］情報提供ネットワークシステム
［　 ］専用線
［　 ］電子メール
［　 ］電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）
［　 ］フラッシュメモリ
［　 ］紙
［　 ］その他　（　　　　　）

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先８
⑤提供する情報の対象となる
本人の範囲

（追加） 特定個人情報ファイルの範囲と同様 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先８
④提供する情報の対象となる
本人の数

（追加） ［　10万人以上100万人未満　］ 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先８
③提供する情報

（追加） 地方税関係情報 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先８
②提供先における用途

（追加） 提供先の自治体が条例に定める事務 事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
６．特定個人情報の保管・消
去
②保管期間
その妥当性

法定の更正期間に対応するため。
地方税法17条の5による法定の更正期間に対
応するため。

事前 記述の修正を行った。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
６．特定個人情報の保管・消
去
①保管場所　※

＜秋田市における措置＞略
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞略

＜秋田市における措置＞略
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞略

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①サーバ等はクラウド事業者が保有・管理する
環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策は
クラウド事業者が実施する。なお、クラウド事業
者はISMAPのリストに登録されたクラウドサービ
ス事業者であり、セキュリティ管理策が適切に
実施されているほか、次を満たすものとする。
・ISO/IEC27017、ISO/IEC27018 の認証を受け
ていること。
・日本国内でのデータ保管を条件としているこ
と。
②特定個人情報は、クラウド事業者が管理する
データセンター内のデータベースに保存され、
バックアップも日本国内に設置された複数の
データセンターのうち本番環境とは別のデータ
センター内に保存される。

事前 重要な変更

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
５．特定個人情報の提供・移
転（委託に伴うものを除く。）
提供先８
➆時期・頻度

（追加）
情報提供ネットワークシステムを通じて特定個
人情報の提供依頼のあった都度

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
３．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者（元職
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用される
リスク
ユーザー認証の管理
具体的な管理方法

①～③略

④申告支援システムでは、独自のユーザIDによ
る識別とパスワードによる認証を実施し、認証
後は利用機能の認可機能により、そのユーザ
がシステム上で利用可能な機能を制限すること
で不正利用が行えない対策を実施する。

①～③略

④申告支援システムでは、独自のユーザＩＤに
よる識別とパスワードによる認証を実施し、認証
後は利用機能の認可機能により、そのユーザ
がシステム上で利用可能な機能を制限すること
で不正利用が行えない対策を実施している。

事前 記述の修正を行った。

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
１．特定個人情報ファイル名

個人住民税システムファイル（課税対象者ファイ
ル、課税資料ファイル、課税台帳情報ファイル）

個人住民税システムファイル（１．課税対象者情
報ファイル　２．課税資料ファイル　３．課税台帳
情報ファイル）

事前 記述の修正を行った。

令和7年9月30日

Ⅱ　特定個人情報ファイルの
概要
６．特定個人情報の保管・消
去
③消去方法

＜秋田市における措置＞略
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞略

＜秋田市における措置＞略
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞略
　
＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①特定個人情報の消去は地方公共団体からの
操作によって実施される。地方公共団体の業務
データは国及びガバメントクラウドのクラウド事
業者にはアクセスが制御されているため特定個
人情報を消去することはない。
②クラウド事業者がＨＤＤやＳＳＤなどの記録装
置等を障害やメンテナンス等により交換する際
にデータの復元がされないよう、クラウド事業者
において、ＮＩＳＴ 800-88、ＩＳＯ/ＩＥＣ27001等に
したがって確実にデータを消去する。
③既存システムについては、地方公共団体が
委託した開発事業者が既存の環境からガバメン
トクラウドへ移行することになるが、移行に際し
ては、データ抽出及びクラウド環境へのデータ
投入、並びに利用しなくなった環境の破棄等を
実施する。

事前 重要な変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報の提供ルール
委託先から他者への提供に
関するルールの内容及びルー
ル遵守の確認方法

・特定個人情報を取り扱う業務については、庁
内マシンルームで限定して作業を行わせる。パ
ンチ作業において委託先の事業所オフィスで実
施する場合も、複数の者で鍵付き専用ケースで
運搬し、名簿提出された者だけが出入りできる
部屋で作業を行う。
・委託を行った業務に関しては、業務内容報告
書を通じて委託先に報告させる。
・秋田市財務規則により再委託は原則として禁
止しているが、再委託するものについては、契
約書上随時報告と検査が可能であるように規定
しており、あらかじめ定めた点検項目を不定期
に報告書として作成させて確認する。

・特定個人情報を取り扱う業務については、庁
内マシンルームで限定して作業を行わせる。パ
ンチ作業において委託先の事業所オフィスで実
施する場合も、複数の者で鍵付き専用ケースで
運搬し、名簿提出された者だけが出入りできる
部屋で作業を行う。
・委託を行った業務に関しては、業務内容報告
書を通じて委託先に報告させる。
・秋田市財務規則により再委託は原則として禁
止しているが、再委託するものについては、契
約書上随時報告と検査が可能であるように規定
しており、あらかじめ定めた点検項目を不定期
に報告書として作成させて確認する。
・必要があると認められる際は委託先に対し報
告を求め実地調査を行うことができる。

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
情報保護管理体制の確認

システムの運用等を委託するときは、業者選定
審議部会で協議を行い、特定個人情報の保護
を適正に行える委託先であることを確認する。

・システムの運用等を委託するときは、業者選
定審議部会で協議を行い、特定個人情報の保
護を適正に行える委託先であることを確認す
る。
・必要があると認められる際は委託先に対し報
告を求め実地調査を行うことができる。

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
５．特定個人情報の提供・移
転（委託や情報提供ネットワー
クシステムを通じた提供を除
く。）
リスク１：不正な提供・移転が
行われるリスク
特定個人情報の提供・移転の
記録
具体的な方法

・個人情報を取り扱う業務の提供・移転におい
ては、課内決裁により複数でチェックし、不適切
な提供・移転が起きないようにしている。
・誰が、いつ、何の情報を、どのように更新した
のかの全ての操作履歴を磁気ディスクに記録し
ている。
・操作履歴の保管期間は、1年間以上とする。

・個人情報を取り扱う業務の提供・移転におい
ては、課内決裁により複数でチェックし、不適切
な提供・移転が起きないようにしている。
・誰が、いつ、何の情報を、どのように更新した
のかの全ての操作履歴を磁気ディスクに記録し
ている。
・操作履歴の保管期間は、7年とする。

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
４．特定個人情報ファイルの取
扱いの委託
特定個人情報の提供ルール
委託元と委託先間の提供に関
するルールの内容及びルール
遵守の確認方法

・秋田市財務規則により再委託は原則として禁
止しているが、再委託するものについては、契
約書上随時報告と検査が可能であるように規定
しており、あらかじめ定めた点検項目を不定期
に報告書として作成させて確認する。
・委託先とは週次、月次報告により進捗状況を
確認し、報告書も提出する。
・委託先へ特定個人情報を提供する際には、操
作ログを記録するなどの安全措置を講じたうえ
で提供させる。
・漏えい防止や媒体の安全確保等は契約事項
であるため、遵守の確認については業務完了
報告書で行う。

・秋田市財務規則により再委託は原則として禁
止しているが、再委託するものについては、契
約書上随時報告と検査が可能であるように規定
しており、あらかじめ定めた点検項目を不定期
に報告書として作成させて確認する。
・委託先とは週次、月次報告により進捗状況を
確認し、報告書も提出する。
・委託先へ特定個人情報を提供する際には、操
作ログを記録するなどの安全措置を講じたうえ
で提供させる。
・漏えい防止や媒体の安全確保等は契約事項
であるため、遵守の確認については業務完了
報告書で行う。
・必要があると認められる際は委託先に対し報
告を求め実地調査を行うことができる。

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク３：入手した特定個人情
報が不正確であるリスク
リスクに対する措置の内容

＜秋田市における措置＞
・運用手順等により、特定個人情報が正確であ
ることを確認・点検を行っている。
＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
中間サーバーは、特定個人情報保護委員会と
の協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報
提供ネットワークシステムを使用して、情報提供
用個人識別符号により紐付けられた照会対象
者に係る特定個人情報を入手するため、正確な
照会対象者に係る特定個人情報を入手するこ
とが担保されている。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞
中間サーバーは、特定個人情報保護委員会と
の協議を経て、総務大臣が設置・管理する情報
提供ネットワークシステムを使用して、情報提供
用個人識別符号により紐付けられた照会対象
者に係る特定個人情報を入手するため、正確な
照会対象者に係る特定個人情報を入手するこ
とが担保されている。

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
５．特定個人情報の提供・移
転（委託や情報提供ネットワー
クシステムを通じた提供を除
く。）
リスク１：不正な提供・移転が
行われるリスク
特定個人情報の提供・移転に
関するルール
ルールの内容及びルール遵
守の確認方法

データの移転先からの「データ利用申請」を求
め、データ移転元がその法的根拠等を判断し、
承認を得たもののみ、データの移転を許可する
こととしている。

データの移転先からの「データ利用申請」を求
め、データ移転元がその法的根拠等を判断し、
承認を得た必要な情報のみ、データの移転を許
可することとしている。

事前 記述の修正を行った。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
６．情報提供ネットワークシス
テムとの接続
リスク６：不適切な方法で提供
されるリスク
リスクに対する措置の内容

＜秋田市における措置＞
提供の記録が逐一保存される仕組みが整備さ
れた情報提供ネットワークシステムを用いて連
携することで、不適切な方法で特定個人情報が
提供されることを防止する。
中間サーバーの使用に際しては、必要最小限
の職員だけに利用権限を与えてユーザー登録
することで目的外の入手が行われるリスクに対
応している。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞略

＜中間サーバー プラットフォームにおける措置
＞略

＜中間サーバーの運用における措置＞
中間サーバーに対する職員認証・利用権限の
設定にあたっては、中間サーバーを利用する最
低限の職員のみユーザー登録を行い、必要最
低限の利用権限を付与することで不適切な端
末操作等のリスクに対応している。

＜秋田市における措置＞
個人住民税システムと情報提供ネットワークシ
ステムとは定められたネットワークを利用し、外
部からの不正アクセスができない仕組みとする
（インターネットとは切り離されて管理されてい
る）。

＜中間サーバー・ソフトウェアにおける措置＞略

＜中間サーバー･プラットフォームにおける措置
＞略

事前
その他の項目の変更であり、
事前の提出・公表が義務づけ
られていない。



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑤物理的対策
具体的な対策の内容

＜秋田市における措置＞
サーバー室の管理において以下を行っている。
また、サーバーへのアクセスはID/パスワードに
よる認証が必要となる。

①～③略

④バックアップ媒体は、施錠管理されている場
所で保管している。
⑤紙媒体については、施錠した部屋もしくは施
錠したロッカーに保管する。
⑥監視カメラによる入退室者の映像記録管理を
行う。
⑦生体認証による管理区域内での入室者の制
限を行う。
⑧情報機器を持ち込む必要がある場合は事前
に申告させ、不要な情報機器は持ち込まないよ
う周知している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞略

＜秋田市における措置＞
サーバー室の管理において以下を行っている。
また、サーバーへのアクセスはID/パスワードに
よる認証が必要となる。

①～③略

④紙媒体については、施錠した部屋もしくは施
錠したロッカーに保管する。
⑤監視カメラによる入退室者の映像記録管理を
行う。
⑥生体認証による管理区域内での入室者の制
限を行う。
⑦情報機器を持ち込む必要がある場合は事前
に申告させ、不要な情報機器は持ち込まないよ
う周知している。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞略
　
＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①ガバメントクラウドについては政府情報システ
ムのセキュリティ制度（ＩＳＭＡＰ）のリストに登録
されたクラウドサービスから調達することとして
おり、システムのサーバー等は、クラウド事業者
が保有・管理する環境に構築し、その環境には
許可された者だけがアクセスできるよう適切な
入退室管理策を行っている。
②事前に許可されていない装置等に関しては、
外部に持ち出しできないこととしている。

事前 重要な変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク１：特定個人情報の漏え
い・滅失・毀損リスク
⑥技術的対策
具体的な対策の内容

＜秋田市における措置＞略
　
＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞略

＜秋田市における措置＞略

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞略

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
①国及びクラウド事業者は利用者のデータにア
クセスしない契約等となっている。
②地方公共団体が委託したASP(「地方公共団
体情報システムのガバメントクラウドの利用に
関する基準【第1.0版】(案)」（令和4年8月デジタ
ル庁。以下「利用基準」という。）に規定する
「ASP」をいう。以下同じ。)又はガバメントクラウ
ド運用管理補助者（利用基準に規定する「ガバ
メントクラウド運用管理補助者」をいう。以下同
じ。）は、ガバメントクラウドが提供するマネージ
ドサービスにより、ネットワークアクティビティ、
データアクセスパターン、アカウント動作等につ
いて継続的にモニタリングを行うとともに、ログ
管理を行う。
③クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対す
るセキュリティの脅威に対し、脅威検出やDDos
対策を24時間365日講じる。
④クラウド事業者は、ガバメントクラウドに対し、
ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイル
の更新を行う。
⑤地方公共団体が委託したASP又はガバメント
クラウド運用管理補助者は、導入しているOS及
びミドルウエアについて、必要に応じてセキュリ
ティパッチの適用を行う。
⑥ガバメントクラウドの特定個人情報を保有す
るシステムを構築する環境は、インターネットと
は切り離された閉域ネットワークで構成する。
⑦地方公共団体やASP又はガバメントクラウド
運用管理補助者の運用保守地点からガバメント
クラウドへの接続については、閉域ネットワーク
で構成する。
⑧地方公共団体が管理する業務データは、国
及びクラウド事業者がアクセスできないよう制御
を講じる。

事前 重要な変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅲ　特定個人情報ファイルの
取扱いプロセスにおけるリスク
対策
７．特定個人情報の保管・消
去
リスク３：特定個人情報が消去
されずいつまでも存在するリス
ク
消去手順
手順の内容

・保管期間を過ぎたデータについては、年度ご
と、個別ファイルごとに、適宜システムから削除
を行う。
・磁気ディスク等の廃棄時は、規定に基づき、内
容の復元および判読が不可能になるような方法
により消去する。
・帳票については、規定に基づき帳票簿を作成
し、保管および廃棄の運用が適切になされてい
ることを適時確認するとともに、その記録を残
す。
・廃棄時には、規定に基づき廃棄を行うととも
に、廃棄文書目録を残す。
・文書の廃棄時には、職員が直接溶融施設に
持ち込み、溶融するのを確認している。

・保管期間を過ぎたデータについては、年度ご
と、個別ファイルごとに、適宜システムから削除
を行う。
・磁気ディスク等の廃棄時は、情報セキュリ
ティーポリシーに基づき、内容の復元および判
読が不可能になるような方法により消去する。
・帳票については、公文書管理規程に基づき公
文書ファイル管理簿への登録を行い管理する。
・廃棄時には、公文書ファイル管理簿の登録を
削除するとともに、引き続き保存・廃棄簿に基づ
いて廃棄する。
・文書の廃棄時には、職員が直接溶融施設に
持ち込み、溶融するのを確認している。
＜ガバメントクラウドにおける措置＞
データの復元がなされないよう、クラウド事業者
において、NIST 800-88、ISO/IEC27001等に準
拠したプロセスにしたがって確実にデータを消
去する。

事前 重要な変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

Ⅳ　その他のリスク対策　※
１．監査
➁監査
具体的な内容

＜秋田市における措置＞
①特定個人情報取扱要綱に基づき、特定個人
情報の適正な取扱状況について、定期又は必
要に応じ随時に監査を行うこととしている。

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞略

＜秋田市における措置＞
①特定個人情報取扱要綱に基づき、特定個人
情報の適正な取扱状況について、定期又は必
要に応じ随時に監査を行うこととしている。
監査は組織内に置かれた監査担当により、以
下の観点による自己監査を実施し、監査結果を
踏まえて体制や規定を改善する。
・評価書記載事項と運用実態のチェック
・個人情報保護に関する規定、体制整備
・個人情報保護に関する人的安全管理措置
・職員の役割責任の明確化、安全管理措置の
周知

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞略
　
＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウドについては政府情報システム
のセキュリティ制度（ISMAP）のリストに登録され
たクラウドサービスから調達することとしており、
ISMAPにおいて、クラウドサービス事業者は定
期的にISMAP監査機関リストに登録された監査
機関による監査を行うこととしている。

事前 重要な変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日
（別添２）ファイル記録項目
(1)　TA課税対象者

（追加）

178 特徴通知書DV対象印字住所,179 PKG予
備1,180 PKG予備2,181 PKG予備3,182 PKG予
備4,183 PKG予備5,184 PKG予備6,185 PKG予
備7,186 PKG予備8,187 PKG予備9,188 PKG予
備10,189 PKG予備11,190 PKG予備12,191 PKG
予備13,192 PKG予備14,193 PKG予備15,194
PKG予備16,195 PKG予備17,196 PKG予備
18,197 PKG予備19,198 PKG予備20

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年9月30日
Ⅳ　その他のリスク対策　※
３．その他のリスク対策

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞略

＜中間サーバー・プラットフォームにおける措置
＞略

＜ガバメントクラウドにおける措置＞
ガバメントクラウド上での業務データの取り扱い
については、当該業務データを保有する地方公
共団体及びその業務データの取り扱いについて
委託を受けるＡＳＰ又はガバメントクラウド運用
管理補助者が責任を有する。
ガバメントクラウド上での業務アプリケーション
の運用等に障害が発生する場合等の対応につ
いては、原則としてガバメントクラウドに起因す
る事象の場合は、国はクラウド事業者と契約す
る立場から、その契約を履行させることで対応
する。また、ガバメントクラウドに起因しない事象
の場合は、地方公共団体に業務アプリケーショ
ンサービスを提供するＡＳＰ又はガバメントクラ
ウド運用管理補助者が対応するものとする。
具体的な取り扱いについて、疑義が生じる場合
は、地方公共団体とデジタル庁及び関係者で協
議を行う。

事前 重要な変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(2)課税資料情報ファイル
（給報・年報　配偶者・被扶養
者情報）

（追加） 17 国外居住理由 事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(1)課税資料情報ファイル（給
報・年報）

（追加）

209 所得金額調整控除,210 基礎控除,211 退職
所得のある配偶者・親族区分,212 定額減税控
除済額（R6年）,213 定額減税控除外額（R6
年）,214 修正前支払金額

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年9月30日
（別添２）ファイル記録項目
(6)ＴＡ賦課期別

（追加） 24 森林環境税額 事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年9月30日
（別添２）ファイル記録項目
(4)ＴＡ賦課基本

（追加）

345 調整控除適用区分,346 源泉控配区分,347
PKG予備1,348 PKG予備2,349 PKG予備3,350
PKG予備4,351 PKG予備5,352 PKG予備6,353
PKG予備7,354 PKG予備8,355 PKG予備9,356
PKG予備10,357 PKG予備11,358 PKG予備
12,359 PKG予備13,360 PKG予備14,361 PKG予
備15,362 PKG予備16,363 PKG予備17,364 PKG
予備18,365 PKG予備19,366 PKG予備20

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年9月30日
（別添２）ファイル記録項目
(2)　ＴＡ課税資料基本

（追加）

333 摘要,334 PKG予備1,335 PKG予備2,336
PKG予備3,337 PKG予備4,338 PKG予備5,339
PKG予備6,340 PKG予備7,341 PKG予備8,342
PKG予備9,343 PKG予備10,344 PKG予備11,345
PKG予備12,346 PKG予備13,347 PKG予備
14,348 PKG予備15,349 PKG予備16,350 PKG予
備17,351 PKG予備18,352 PKG予備19,353 PKG
予備20,354 非居住者親族人数

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(5)課税資料情報ファイル　（申
告書 専従者情報）

4 控除区分,5 扶養区分,6 同居老人フラグ,7 扶
養障害区分,8 同居特別障害フラグ,9 納税者と
の続柄(コード),10 納税者との続柄,11 扶養是正
フラグ,12 連携済フラグ,13 個人番号営業,14 真
正性確認区分,15 国外居住区分

4 納税者との続柄,5 従事月数,6 仕事の内容,7
所得,8 従事程度,9 営業従事フラグ１,10 営業従
事月数１,11 営業所得１,12 営業従事フラグ２,13
営業従事月数２,14 営業所得２,15 農業従事フ
ラグ,16 農業従事月数,17 農業所得,18 不動産
従事フラグ,19 不動産従事月数,20 不動産所
得,21 山林従事フラグ,22 山林従事月数,23 山
林所得,24 個人番号,25 真正性確認区分,26 営
業支給額給料,27 営業支給額賞与,28 営業源
泉徴収額,29 不動産支給額給料,30 不動産支
給額賞与,31 不動産源泉徴収額,32 農業支給
額給料,33 農業支給額賞与,34 農業源泉徴収
額

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(4)課税資料情報ファイル
（申告書　配偶者・被扶養者情
報）

（追加）
16 国外居住年調フラグ,17 住民税別居フラ
グ,18 その他調整区分,19 国外居住理由,20 住
宅特個区分

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(3)課税資料情報ファイル（申
告書本人情報）

（追加）

170 生活状況１,171 生活状況２,172 生活状況
３,173 連携済FLG(ホスト),174 最終連携日（ホス
ト）,175 振替継続希望フラグ,176 国税森林環境
税区分,177 申告書第四表付表（三）印刷フラ
グ,178 申告書第四表付表（一）印刷フラグ(控
え),179 申告書第四表付表（二）印刷フラグ(控
え),180 申告書第四表付表（三）印刷フラグ(控
え)

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(7)　課税資料情報ファイル（分
離課税所得情報）

（追加）

159 公的年金以外の合計所得金額,160 分離課
税譲渡の特別控除合計額,161 上場株式譲渡
等の源泉徴収合計額,162 退職場所（一般）,163
退職収入（一般）,164 退職経費（一般）,165 退
職差引（一般）,166 退職場所（短期）,167 退職
収入（短期）,168 退職経費（短期）,169 退職差
引（短期）,170 退職場所（特定役員）,171 退職
収入（特定役員）,172 退職経費（特定役員）,173
退職差引（特定役員）

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(6)課税資料情報ファイル
（総合課税所得情報）

（追加）

137 給与所得（調整控除前）,138 所得金額調整
控除（第１項）,139 所得金額調整控除（第２
項）,140 経常所得（公的年金以外）,141 給与収
入区分,142 雑業務場所,143 雑業務収入,144
雑業務収入区分,145 雑業務経費,146 雑業務
所得,147 雑その他所得,148 所得金額調整控除
フラグ（第１項）,149 給与所得（第１項調整控除
後）,150 営業収入区分,151 農業収入区分,152
不動産収入区分1,153 不動産収入区分2,154
雑その他収入区分,155 農業のみ専従者控
除,156 農業免税肉用牛青色申告特別控除

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(8)　課税資料情報ファイル（控
除情報）

（追加） 事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

215 配偶者（特別）控除区分2,216 扶養控除区
分,217 社会保険料控除　年末調整1,218 社会
保険料控除　年末調整2,219 社会保険料控除
年末調整3,220 社会保険料控除　年末調整
4,221 社会保険料控除　年末調整5,222 社会保
険料控除　年末調整6,223 社会保険料控除　年
調以外1,224 社会保険料控除　年調以外2,225
社会保険料控除　年調以外3,226 社会保険料
控除　年調以外4,227 社会保険料控除　年調以
外5,228 社会保険料控除　年調以外6,229 小規
模企業共済　年末調整1,230 小規模企業共済
年末調整2,231 小規模企業共済　年末調整
3,232 小規模企業共済　年末調整4,233 小規模
企業共済　年調以外1,234 小規模企業共済　年
調以外2,235 小規模企業共済　年調以外3,236
小規模企業共済　年調以外4,237 新生命保険
料　年末調整,238 旧生命保険料　年末調
整,239 新個人年金保険料　年末調整,240 旧個
人年金保険料　年末調整,241 介護医療保険料
年末調整,242 新生命保険料　年調以外,243 旧
生命保険料　年調以外,244 新個人年金保険料
年調以外,245 旧個人年金保険料　年調以
外,246 介護医療保険料　年調以外,247 地震保
険料　年末調整,248 旧長期保険料　年末調
整,249 地震保険料　年調以外,250 旧長期保険
料　年調以外,251 勤労学生　年調以外フラ
グ,252 配偶者障害者区分,253 配偶者国外居住
年調フラグ,254 配偶者住民税同一フラグ,255
配偶者住民税別居フラグ,256 配偶者その他調
整フラグ,257 被扶養者個人番号９,258 被扶養
者続柄９,259 被扶養者氏名９,260 被扶養者生
年月日９,261 被扶養者国外居住区分９,262 被
扶養者個人番号10,263 被扶養者続柄10,264
被扶養者氏名10,265 被扶養者生年月日10,266
被扶養者国外居住区分10,267 被扶養者個人
番号11,268 被扶養者続柄11,269 被扶養者氏
名11,270 被扶養者生年月日11,271 被扶養者
国外居住区分11,272 扶養者個人番号12,273
被扶養者続柄12,274 被扶養者氏名12,275 被
扶養者生年月日12,276 扶養者国外居住区分
12,277 被扶養者障害者区分１,278 被扶養者障
害者区分２,279 被扶養者障害者区分３,280 被
扶養者障害者区分４,281 被扶養者障害者区分
５,282 被扶養者障害者区分６,283 被扶養者障



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

害者区分７,284 被扶養者障害者区分８,285 被
扶養者障害者区分９,286 被扶養者障害者区分
10,287 被扶養者障害者区分11,288 被扶養者
障害者区分12,289 被扶養者国外居住年調フラ
グ１,290 被扶養者国外居住年調フラグ２,291 被
扶養者国外居住年調フラグ３,292 被扶養者国
外居住年調フラグ４,293 被扶養者国外居住年
調フラグ５,294 被扶養者国外居住年調フラグ
６,295 被扶養者国外居住年調フラグ７,296 被扶
養者国外居住年調フラグ８,297 被扶養者国外
居住年調フラグ９,298 被扶養者国外居住年調
フラグ10,299 被扶養者国外居住年調フラグ
11,300 被扶養者国外居住年調フラグ12,301 被
扶養者住民税16歳フラグ１,302 被扶養者住民
税16歳フラグ２,303 被扶養者住民税16歳フラグ
３,304 被扶養者住民税16歳フラグ４,305 被扶養
者住民税16歳フラグ５,306 被扶養者住民税16
歳フラグ６,307 被扶養者住民税16歳フラグ
７,308 被扶養者住民税16歳フラグ８,309 被扶養
者住民税16歳フラグ９,310 被扶養者住民税16
歳フラグ10,311 被扶養者住民税16歳フラグ
11,312 被扶養者住民税16歳フラグ12,313 被扶
養者住民税別居フラグ１,314 被扶養者住民税
別居フラグ２,315 被扶養者住民税別居フラグ
３,316 被扶養者住民税別居フラグ４,317 被扶養
者住民税別居フラグ５,318 被扶養者住民税別
居フラグ６,319 被扶養者住民税別居フラグ
７,320 被扶養者住民税別居フラグ８,321 被扶養
者住民税別居フラグ９,322 被扶養者住民税別
居フラグ10,323 被扶養者住民税別居フラグ
11,324 被扶養者住民税別居フラグ12,325 被扶
養者その他調整フラグ１,326 被扶養者その他
調整フラグ２,327 被扶養者その他調整フラグ
３,328 被扶養者その他調整フラグ４,329 被扶養
者その他調整フラグ５,330 被扶養者その他調
整フラグ６,331 被扶養者その他調整フラグ
７,332 被扶養者その他調整フラグ８,333 被扶養
者その他調整フラグ９,334 被扶養者その他調
整フラグ10,335 被扶養者その他調整フラグ
11,336 被扶養者その他調整フラグ12,337 配偶
者住宅特個フラグ,338 被扶養者住宅特個フラ
グ１,339 被扶養者住宅特個フラグ２,340 被扶養
者住宅特個フラグ３,341 被扶養者住宅特個フラ
グ４,342 被扶養者住宅特個フラグ５,343 被扶養
者住宅特個フラグ６,344 被扶養者住宅特個フラ
グ７,345 被扶養者住宅特個フラグ８,346 被扶養



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(9)　課税資料情報ファイル（所
得税情報）

（追加）

138 年調住宅借入金区分,139 住民税　特定配
当等・特定株式等譲渡申告不要,140 住宅借入
金契約区分(1回目),141 借入金契約区分(2回
目),142 公金受取口座登録の同意フラグ,143 公
金受取口座の利用フラグ,144 別居の扶養親族
等　国外1フラグ,145 別居の扶養親族等　国外2
フラグ,146 別居の扶養親族等　国外3フラ
グ,147 修正前の第３期分の税額,148 第３期分
の税額の増加額,149 退職所得のある配偶者・
親族　宛名番号,150 退職所得のある配偶者・
親族　氏名,151 退職所得のある配偶者・親族
個人番号,152 退職所得のある配偶者・親族
続柄,153 退職所得のある配偶者・親族　生年
月日,154 退職所得のある配偶者・親族　所得
金額,155 退職所得のある配偶者・親族　障害
者,156 退職所得のある配偶者・親族　その他調
整,157 退職所得のある配偶者・親族　寡婦・ひ
とり親,158 定額減税対象人数（R6年）,159 定額
減税額（R6年）,160 再々差引所得税額,161 住
宅特例対象個人区分

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

者住宅特個フラグ９,347 被扶養者住宅特個フラ
グ10,348 被扶養者住宅特個フラグ11,349 被扶
養者住宅特個フラグ12



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

135 特定非常災害フラグ,136 事業資産特定災
害損失額,137 事業資産固定価額の合計額,138
事業資産繰越特例該当フラグ,139 不動産等特
定災害損失額,140 不動産等固定価額の合計
額,141 不動産等繰越特例該当フラグ,142 青色
申告者の特定被災損失の金額,143 青色申告
者の特定被災損失の特例金額,144 特定被災
棚卸資産差引損害金額（営農業）,145 特定被
災固定資産差引損害金額（営農業）,146 特定
被災固定資産差引損害金額（不動産）,147 特
定被災固定資産差引損害金額（山林）,148 特
定被災純損失額（山林）,149 特定被災純損失
特例額（山林）,150 特定被災純損失額_山林以
外,151 特定被災純損失特例額_山林以外,152
特定被災繰越損失額（雑損）,153 被災損失額
山林（青白）Ａ１,154 被災損失額　山林（青白）Ａ
２,155 被災損失額　山林（青白）Ｂ１,156 被災損
失額　山林（青白）Ｂ２,157 被災損失額　山林
（青白）Ｂ３,158 被災損失額　山林（青白）Ｃ
１,159 被災損失額　山林（青白）Ｃ２,160 被災損
失額　山林（青白）Ｃ３,161 被災損失額　山林
（青白）Ｄ１,162 被災損失額　山林（青白）Ｄ
２,163 被災損失額　山林（青白）Ｄ３,164 被災損
失額　山林（青白）Ｅ１,165 被災損失額　山林
（青白）Ｅ２,166 被災損失額　山林（青白）Ｅ
３,167 特定発生年損失額　山林以外（青色）Ａ
１,168 特定発生年損失額　山林以外（青色）Ａ
２,169 特定発生年損失額　山林所得（青色）Ａ
１,170 特定発生年損失額　山林所得（青色）Ａ
２,171 特定発生年損失額　山林以外Ａ１,172 特
定発生年損失額　山林以外Ａ２,173 特定発生
年損失額　山林所得Ａ１,174 特定発生年損失
額　山林所得Ａ２,175 特定被災損失額　山林以
外（青白）Ａ１,176 特定被災損失額　山林以外
（青白）Ａ２,177 特定被災損失額　山林（青白）Ａ
１,178 特定被災損失額　山林（青白）Ａ２,179 特
定被災損失額　雑損Ａ１,180 特定被災損失額
雑損Ａ２,181 特定発生年損失額　山林以外（青
色）Ｂ１,182 特定発生年損失額　山林以外（青
色）Ｂ２,183 特定発生年損失額　山林以外（青
色）Ｂ３,184 特定発生年損失額　山林所得（青
色）Ｂ１,185 特定発生年損失額　山林所得（青
色）Ｂ２,186 特定発生年損失額　山林所得（青

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(10)課税資料情報ファイル（損
失申告情報）

（追加） 事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

色）Ｂ２,186 特定発生年損失額　山林所得（青
色）Ｂ３,187 特定発生年損失額　山林以外Ｂ
１,188 特定発生年損失額　山林以外Ｂ２,189 特
定発生年損失額　山林以外Ｂ３,190 特定発生
年損失額　山林所得Ｂ１,191 特定発生年損失
額　山林所得Ｂ２,192 特定発生年損失額　山林
所得Ｂ３,193 特定被災損失額　山林以外（青
白）Ｂ１,194 特定被災損失額　山林以外（青白）
Ｂ２,195 特定被災損失額　山林以外（青白）Ｂ
３,196 特定被災損失額　山林（青白）Ｂ１,197 特
定被災損失額　山林（青白）Ｂ２,198 特定被災
損失額　山林（青白）Ｂ３,199 特定被災損失額
雑損Ｂ１,200 特定被災損失額　雑損Ｂ２,201 特
定被災損失額　雑損Ｂ３,202 特定発生年損失
額　山林以外（青色）Ｃ１,203 特定発生年損失
額　山林以外（青色）Ｃ２,204 特定発生年損失
額　山林以外（青色）Ｃ３,205 特定発生年損失
額　山林所得（青色）Ｃ１,206 特定発生年損失
額　山林所得（青色）Ｃ２,207 特定発生年損失
額　山林所得（青色）Ｃ３,208 特定発生年損失
額　山林以外Ｃ１,209 特定発生年損失額　山林
以外Ｃ２,210 特定発生年損失額　山林以外Ｃ
３,211 特定発生年損失額　山林所得Ｃ１,212 特
定発生年損失額　山林所得Ｃ２,213 特定発生
年損失額　山林所得Ｃ３,214 特定被災損失額
山林以外（青白）Ｃ１,215 特定被災損失額　山
林以外（青白）Ｃ２,216 特定被災損失額　山林
以外（青白）Ｃ３,217 特定被災損失額　山林（青
白）Ｃ１,218 特定被災損失額　山林（青白）Ｃ
２,219 特定被災損失額　山林（青白）Ｃ３,220 特
定被災損失額　雑損Ｃ１,221 特定被災損失額
雑損Ｃ２,222 特定被災損失額　雑損Ｃ３,223 特
定発生年損失額　山林以外（青色）Ｄ１,224 特
定発生年損失額　山林以外（青色）Ｄ２,225 特
定発生年損失額　山林以外（青色）Ｄ３,226 特
定発生年損失額　山林所得（青色）Ｄ１,227 特
定発生年損失額　山林所得（青色）Ｄ２,228 特
定発生年損失額　山林所得（青色）Ｄ３,229 特
定発生年損失額　山林以外Ｄ１,230 特定発生
年損失額　山林以外Ｄ２,231 特定発生年損失
額　山林以外Ｄ３,232 特定発生年損失額　山林
所得Ｄ１,233 特定発生年損失額　山林所得Ｄ
２,234 特定発生年損失額　山林所得Ｄ３,235 特
定被災損失額　山林以外（青白）Ｄ１,236 特定



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(11)課税資料情報ファイル（住
民税情報）

（追加）

111 住民税　給与所得,112 住民税　雑公的年
金所得,113 住民税　雑所得,114 住民税　所得
金額調整控除（第１項）,115 住民税　所得金額
調整控除（第２項）,116 住民税　公的年金等以
外の合計所得金額,117 国税　森林環境税

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

被災損失額　山林以外（青白）Ｄ２,237 特定被
災損失額　山林以外（青白）Ｄ３,238 特定被災
損失額　山林（青白）Ｄ１,239 特定被災損失額
山林（青白）Ｄ２,240 特定被災損失額　山林（青
白）Ｄ３,241 特定被災損失額　雑損Ｄ１,242 特
定被災損失額　雑損Ｄ２,243 特定被災損失額
雑損Ｄ３,244 特定発生年損失額　山林以外（青
色）Ｅ１,245 特定発生年損失額　山林以外（青
色）Ｅ２,246 特定発生年損失額　山林以外（青
色）Ｅ３,247 特定発生年損失額　山林所得（青
色）Ｅ１,248 特定発生年損失額　山林所得（青
色）Ｅ２,249 特定発生年損失額　山林所得（青
色）Ｅ３,250 特定発生年損失額　山林以外Ｅ
１,251 特定発生年損失額　山林以外Ｅ２,252 特
定発生年損失額　山林以外Ｅ３,253 特定発生
年損失額　山林所得Ｅ１,254 特定発生年損失
額　山林所得Ｅ２,255 特定発生年損失額　山林
所得Ｅ３,256 特定被災損失額　山林以外（青
白）Ｅ１,257 特定被災損失額　山林以外（青白）
Ｅ２,258 特定被災損失額　山林以外（青白）Ｅ
３,259 特定被災損失額　山林（青白）Ｅ１,260 特
定被災損失額　山林（青白）Ｅ２,261 特定被災
損失額　山林（青白）Ｅ３,262 特定被災損失額
雑損Ｅ１,263 特定被災損失額　雑損Ｅ２,264 特
定被災損失額　雑損Ｅ３

令和7年9月30日



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(13)課税資料ファイル（申告書
情報）

（追加）

284 IT部_連結法人所在地読み,285 IT部_利用
者識別番号（連結子法人）,286 IT部_税務署名
（連結子法人）,287 IT部_法人番号（連結子法
人）,288 IT部_整理番号（連結子法人）,289 IT部
_eLTAXの利用者ID,290 IT部_eLTAXの利用者ID
（連結子法人）,291 KSK独自_（一表）給与収入
区分,292 KSK独自_（一表）配偶者控除区分
２,293 KSK独自_（一表）扶養控除区分,294 KSK
独自_（一表）住借控除区分２,295KSK独自_（一
表）ひとり親控除額,296 KSK独自_（一表）公的
年金等以外合計所得金額,297 KSK独自_（五
表）配偶者控除区分２,298 KSK独自_（五表）扶
養控除区分,299 KSK独自_（五表）住借控除区
分２,300 KSK独自_（五表）ひとり親控除額,301
KSK独自_（一表）業務雑収入金額,302KSK独自_
（一表）公的年金雑所得金額,303 KSK独自_（一
表）業務雑所得金額,304 KSK独自_（一表）その
他雑所得金額,305 KSK独自_（五表）公的年金
雑所得金額,306 KSK独自_（五表）雑所得金
額,307 KSK独自_（五表）その他雑所得金額,308
バージョンエラーフラグ,309 イメージ画像作成フ
ラグ,310 KSK独自_（一表）電子証明書等特別控
除額,311 KSK独自_（三表）株式未公開収入金
額,312 KSK独自_（三表）株式未公開所得金
額,313 KSK独自_（五表）電子証明書等特別控
除額,314 最終連携日（ホスト）,315 KSK独自_
（一表）業務雑収入区分,316 マルチTIFページ
情報4付表-3,317 KSK独自_（一表）令和６年分
再差引所得税額,318 KSK独自_（一表）令和６年
分特別税額控除,319 KSK独自_（一表）令和６年
分特別税額控除人数

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(14)課税資料ファイル（申告書
第一表情報）

（追加）

155 収入_給与区分,156 収入_雑：業務区分,157
収入_雑：業務,158 所得_雑：公的年金等,159 所
得_雑：業務,160 所得_雑：その他,161 控除_寡
婦、ひとり親控除区分,162 控除_配偶者（特別）
控除区分２,163 控除_扶養控除区分,164 住宅
借入金等特別控除　区分２,165 公的年金等以
外の合計所得金額,166 所得_雑_業務（特例表
示）,167 所得_雑_その他（特例表示）,168 収入_
営業等区分,169 収入_農業区分,170 収入_不動
産区分１,171 収入_不動産区分２,172 収入_雑：
その他区分,173 口座情報提供同意区分,174 通
知希望区分（加算税）,175 振替継続希望区
分,176 修正申告_修正前の第３期分の税額,177
修正申告_第３期分の税額の増加額,178 口座
情報利用同意区分,179 通知希望区分（予定納
税）,180 通知希望区分（還付金振込）,181 定額
減税対象人数（R6年）,182 定額減税額（R6
年）,183 再々差引所得税額

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

347 同一生計配偶者_宛名番号,348 同一生計
配偶者_カナ氏名,349 同一生計配偶者_氏
名,350 同一生計配偶者_生年月日,351 同一生
計配偶者_別居住所,352 同一生計配偶者_個人
番号,353 同一生計配偶者_真正性確認区
分,354 所得内訳_種目１,355 所得内訳_種目
２,356 所得内訳_種目３,357 所得内訳_種目
４,358 所得内訳_種目５,359 所得内訳_種目
６,360 所得内訳_種目７,361 所得内訳_種目
８,362 所得内訳_種目９,363 所得内訳_種目１
０,364 所得内訳_種目１１,365 所得内訳_種目１
２,366 社会保険料控除_うち年末調整以外１,367
社会保険料控除_うち年末調整以外２,368 社会
保険料控除_うち年末調整以外３,369 小規模企
業共済等掛金控除_うち年末調整以外１,370 小
規模企業共済等掛金控除_うち年末調整以外
２,371 小規模企業共済等掛金控除_うち年末調
整以外３,372 新生命保険料_うち年末調整以
外,373 旧生命保険料_うち年末調整以外,374 新
個人年金保険料_うち年末調整以外,375 旧個人

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(15)課税資料ファイル（申告書
第二表情報）

（追加） 事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

年金保険料_うち年末調整以外,376 介護医療保
険料_うち年末調整以外,377 地震保険料_うち年
末調整以外,378 旧長期損害保険料_うち年末調
整以外,379 勤労学生_年調以外かつ専修学校
等,380 配偶者控除_障害者,381 配偶者控除_国
外居住_年調,382 配偶者控除_住民税_同一,383
配偶者控除_住民税_別居,384 配偶者控除_その
他_調整,385 扶養控除_扶養親族氏名９,386 扶
養控除_扶養親族氏名１０,387 扶養控除_扶養親
族氏名１１,388 扶養控除_扶養親族氏名１２,389
扶養控除_個人番号９,390 扶養控除_個人番号１
０,391 扶養控除_個人番号１１,392 扶養控除_個
人番号１２,393 扶養控除_続柄９,394 扶養控除_
続柄１０,395 扶養控除_続柄１１,396 扶養控除_
続柄１２,397 扶養控除_生年月日９,398 扶養控
除_生年月日１０,399 扶養控除_生年月日１
１,400 扶養控除_生年月日１２,401 扶養控除_国
外居住区分９,402 扶養控除_国外居住区分１
０,403 扶養控除_国外居住区分１１,404 扶養控
除_国外居住区分１２,405 扶養控除_扶養親族宛
名番号９,406 扶養控除_扶養親族宛名番号１
０,407 扶養控除_扶養親族宛名番号１１,408 扶
養控除_扶養親族宛名番号１２,409 扶養控除_扶
養親族カナ氏名９,410 扶養控除_扶養親族カナ
氏名１０,411 扶養控除_扶養親族カナ氏名１
１,412 扶養控除_扶養親族カナ氏名１２,413 扶
養控除_真正性確認区分9,414 扶養控除_真正
性確認区分10,415 扶養控除_真正性確認区分
11,416 扶養控除_真正性確認区分12,417 扶養
控除_障害者１,418 扶養控除_障害者２,419 扶
養控除_障害者３,420 扶養控除_障害者４,421
扶養控除_障害者５,422 扶養控除_障害者６,423
扶養控除_障害者７,424 扶養控除_障害者８,425
扶養控除_障害者９,426 扶養控除_障害者１
０,427 扶養控除_障害者１１,428 扶養控除_障害
者１２,429 扶養控除_国外居住_年調１,430 扶養
控除_国外居住_年調２,431 扶養控除_国外居住_
年調３,432 扶養控除_国外居住_年調４,433 扶
養控除_国外居住_年調５,434 扶養控除_国外居
住_年調６,435 扶養控除_国外居住_年調７,436
扶養控除_国外居住_年調８,437 扶養控除_国外
居住_年調９,438 扶養控除_国外居住_年調１
０,439 扶養控除_国外居住_年調１１,440 扶養控
除_国外居住_年調１２,441 扶養控除_住民税_16



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明
除_国外居住_年調１２,441 扶養控除_住民税_16
歳１,442 扶養控除_住民税_16歳２,443 扶養控
除_住民税_16歳３,444 扶養控除_住民税_16歳
４,445 扶養控除_住民税_16歳５,446 扶養控除_
住民税_16歳６,447 扶養控除_住民税_16歳
７,448 扶養控除_住民税_16歳８,449 扶養控除_
住民税_16歳９,450 扶養控除_住民税_16歳１
０,451 扶養控除_住民税_16歳１１,452 扶養控除
_住民税_16歳１２,453 扶養控除_住民税_別居
１,454 扶養控除_住民税_別居２,455 扶養控除_
住民税_別居３,456 扶養控除_住民税_別居
４,457 扶養控除_住民税_別居５,458 扶養控除_
住民税_別居６,459 扶養控除_住民税_別居
７,460 扶養控除_住民税_別居８,461 扶養控除_
住民税_別居９,462 扶養控除_住民税_別居１
０,463 扶養控除_住民税_別居１１,464 扶養控除
_住民税_別居１２,465 扶養控除_その他_調整
１,466 扶養控除_その他_調整２,467 扶養控除_
その他_調整３,468 扶養控除_その他_調整４,469
扶養控除_その他_調整５,470 扶養控除_その他_
調整６,471 扶養控除_その他_調整７,472 扶養控
除_その他_調整８,473 扶養控除_その他_調整
９,474 扶養控除_その他_調整１０,475 扶養控除_
その他_調整１１,476 扶養控除_その他_調整１
２,477 社会保険料控除_うち年末調整等以外_合
計,478 小規模企業共済等掛金控除_うち年末調
整等以外_合計,479 特定配当・特定譲渡の申告
不要,480 社会保険料控除_種類４,481 社会保
険料控除_保険料４,482 社会保険料控除_うち年
末調整以外４,483 別居の控除対象者_国外居
住区分,484 退職所得のある配偶者・親族_氏
名,485 退職所得のある配偶者・親族_個人番
号,486 退職所得のある配偶者・親族_続柄,487
退職所得のある配偶者・親族_生年月日,488 退
職所得のある配偶者・親族_退職所得を除く所
得金額,489 退職所得のある配偶者・親族_障害
者,490 退職所得のある配偶者・親族_その他_調
整,491 退職所得のある配偶者・親族_寡婦、ひ
とり親区分,492 退職所得のある配偶者・親族_
記載区分,493 配偶者控除_住宅_特個,494 扶養
控除_住宅_特個１,495 扶養控除_住宅_特個
２,496 扶養控除_住宅_特個３,497 扶養控除_住
宅_特個４,498 扶養控除_住宅_特個５,499 扶養
控除_住宅_特個６,500 扶養控除_住宅_特個
７,501 扶養控除_住宅_特個８,502 扶養控除_住



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(17)課税資料ファイル（申告書
第四表情報）

（追加）

195 分離課税の譲渡所得の特別控除額の合計
額,196 上場株式等の譲渡所得等の源泉徴収
税額の合計額,197 退職_一般_場所,198 退職_一
般_収入,199 退職_一般_経費,200 退職_一般_差
引,201 退職_短期_場所,202 退職_短期_収入,203
退職_短期_経費,204 退職_短期_差引,205 退職_
特定役員_場所,206 退職_特定役員_収入,207 退
職_特定役員_経費,208 退職_特定役員_差引

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(16)課税資料ファイル（申告書
第三表情報）

（追加）

117 退職所得_一般_収入金額,118 退職所得_一
般_控除額,119 退職所得_短期_収入金額,120 退
職所得_短期_控除額,121 退職所得_特定役員_
収入金額,122 退職所得_特定役員_控除額

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
（24）法定調書情報：公的年金
等の源泉徴収票情報

（追加） 113 資料３７７非居住者親族数 事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(23)法定調書情報：給与所得
の源泉徴収票情報

（追加）
150 資料３７５旧長期損害保険金額,151 資料３
７５基礎控除額,152 資料３７５所得金額調整控
除額,153 資料３７５ひとり親

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

令和7年9月30日

（別添２）ファイル記録項目
＜Ｔｈｅ確定申告Ⅴ＞
(18)課税資料ファイル（配偶
者・扶養者情報）

（追加）
15 同一生計配偶者区分,16 国外居住年調フラ
グ,17 住民税別居フラグ,18 その他調整区分,19
国外居住理由

事前
事前の提出 公表が不要なそ
の他の項目の変更

７,501 扶養控除_住宅_特個８,502 扶養控除_住
宅_特個９,503 扶養控除_住宅_特個１０,504 扶
養控除_住宅_特個１１,505 扶養控除_住宅_特個
１２


